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論

説契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
と
し
て
の
「
意
思
」
　
の
歴
史
的
解
釈
と

そ
の
現
代
に
お
け
る
再
評
価
（
4
…
完
）

－
　
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
・
U
C
C
第
2
編
・

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
マ
イ
ル
・
ス
ト
ー
ン
と
し
て
　
ー

木
　
原
　
浩
　
之

目

　

次

第
一
章
　
問
題
の
所
在

第
一
節
　
問
題
提
起

第
二
節
　
検
討
の
方
法

第
二
章
　
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る

「
主
観
説
・
客
観
説
」
論
争
と
そ
の
限
界

第
一
節
　
概
説

第
二
節
　
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
成
立
過
程

第
一
項
　
起
草
作
業
の
経
緯

第
二
項
　
法
の
統
一
化

第
三
項
　
契
約
法
の
理
論
化

第
四
項
　
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
点

第
三
節

第
一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
節

第
一
項

第
二
項

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
契
約
の

成
否「

契
約
」
の
定
義
と
そ
の
成
立
要
件

相
互
的
同
意
の
表
示

不
完
全
な
合
意

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
約
因
法
理

的
因
法
理
の
生
成

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
立
場
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論　　説

第
五
節
　
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
約
束
的

禁
反
言
の
法
理

第
一
項
　
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
生
成

第
二
項
　
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
立
場

第
三
項
　
判
例
法
の
展
開

第
六
節
　
小
括
　
（
以
上
、
「
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院

ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
」
第
一
巻
第
一
号
）

第
三
章
　
U
C
C
第
二
編
〔
売
買
〕
　
に
お
け
る
合
意
理
論
の

構
築

第
〓
即

第
二
節

第
一
項

第
二
項

第
三
項

第
三
節

第
一
項

第
二
項

第
四
節

第
一
項

第
二
項

第
五
節

第
一
項

概
説

U
C
C
の
成
立
過
程

初
期
の
統
一
法

一
九
〇
六
年
統
〓
冗
貫
法

統
一
商
事
法
典

U
C
C
に
お
け
る
契
約
の
成
否

起
草
者
ル
ゥ
エ
リ
ン
の
見
解

U
C
C
第
二
編
に
お
け
る
契
約
ル
ー
ル

U
C
C
に
お
け
る
約
因
法
理
の
排
除

起
草
者
ル
ゥ
エ
リ
ン
の
見
解

U
C
C
第
二
編
に
お
け
る
契
約
ル
ー
ル

U
C
C
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
排
除

起
草
者
ル
ゥ
エ
リ
ン
の
見
解

第
二
項
　
U
C
C
第
一
－
一
〇
三
条
と
約
束
的
禁
反
言
の

法
理

第
三
項
　
U
C
C
第
二
－
二
〇
四
条
の
起
草
過
程

第
四
項
　
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
の
起
草
過
程

第
五
項
　
U
C
C
第
二
－
二
〇
六
条
の
起
草
過
程

第
六
項
　
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
の
起
草
過
程

第
六
節
　
小
括
　
（
以
上
、
『
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院

ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
し
第
一
巻
第
二
号
）

第
四
章
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
そ
の
後
の

契
約
法
理
論
の
展
開
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第
一
節

第
二
節

第
一
項

第
二
項

第
三
項

第
三
節

第
一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
節

概
説

第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
成
立
過
程

起
草
作
業
の
経
緯

同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
影
響
を
与
え
た

諸
要
因

同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
点

第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
契
約
の

成
否契

約
の
定
義
と
そ
の
成
立
要
件

相
互
的
同
意
の
表
示

不
完
全
な
合
意

第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
約
因
法
理
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第
一
項
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
立
場

第
二
項
　
そ
の
後
の
学
説
の
展
開
　
（
以
上
、
r
亜
細
亜

法
学
」
第
四
〇
巻
第
一
号
）

第
五
節
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
約
束
的

禁
反
言
の
法
理

第
一
項
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
立
場

第
二
項
　
そ
の
後
の
学
説
の
展
開

第
六
節
　
小
括

第
五
章
　
総
括

第
一
節
　
ア
メ
リ
カ
法
の
ま
と
め

第
二
節
　
現
代
契
約
法
理
論
の
行
方

第
三
節
　
今
後
の
課
題
　
（
以
上
、
本
号
）

第
四
章
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
そ
の
後
の
契
約
法
理
論
の
展
開

第
五
節
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理

第
一
項
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
立
場

本
節
で
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本

章
の
第
二
節
第
二
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
主
た
る
特
徴
の
一
つ
は
、
判
例
法
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、

契
約
の
成
立
に
関
す
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
規
定
を
拡
充
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

（
1
）
　
第
九
〇
条
一
項

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
一
項
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
に
関
す
る
規
定
を
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
約
束
者
が
、
被
約
束
者
ま
た
は
第
三
者
の
側
に
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
誘
引
す
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
よ
う
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
実
際
に
誘
引
し
た
約
束
は
、
そ
の
約
束
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
不
正
義
が
回
避
さ
れ

（1）

る
場
合
に
、
拘
束
力
を
も
つ
。
そ
の
違
反
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
は
、
正
義
が
求
め
る
範
囲
に
制
限
さ
れ
う
る
。
」
。
同
条
一

1）（99）40巻2号（2（氾6．



説

項
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
の
規
定
を
継
受
し
た
も
の
だ
が
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
変
更
を
加
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
①
約
束
者
が
予
見
す
べ
き
範
囲
に
「
被
約
束
者
側
の
信
頼
」
に
加
え
て
「
第
三
者
に
よ
る
信
頼
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
、

論
　
②
法
的
保
護
に
値
す
る
信
頼
行
為
を
意
味
す
る
「
誘
引
さ
れ
た
行
為
」
の
要
件
に
「
明
確
性
」
と
「
実
質
性
」
の
文
言
を
削
除
し
た

こ
と
、
お
よ
び
、
③
「
そ
の
違
反
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
は
、
正
義
が
求
め
る
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
。
」
と
い
う
一
文
を
加
え

（2）

損
害
賠
償
の
制
限
規
定
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
①
は
単
純
に
信
頼
保
護
の
範
囲
を
拡
充
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
変
更
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②
と
③
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
一
項
の
制
度
趣
旨
が
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇

（3）

条
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
は
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
の
下
で
は
強
制
さ
れ
え
な
い
無
償
約
束
の
保
護
を
目
的
と

し
た
。
そ
こ
で
い
う
「
約
束
的
禁
反
言
」
は
約
因
の
代
替
物
で
あ
り
、
同
条
に
基
づ
い
て
強
制
さ
れ
る
約
束
の
違
反
に
対
し
て
は
契

約
責
任
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
下
で
も
、
約
束
的
禁
反
言
に
基
づ
く
「
無
償
約
束
の
保
護
」
の
規
定
は
第

（4）

九
〇
条
二
項
に
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
一
項
は
、
そ
の
後
の
判
例
法
の
展
開
を
反
映
し
て
「
有
償
約
束

の
信
頼
保
護
」
を
目
的
と
す
る
。

ま
ず
、
同
条
の
コ
メ
ン
ト
a
「
他
の
ル
ー
ル
と
の
関
係
」
に
よ
れ
ば
、
「
信
頼
は
ま
た
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
詐
欺
（
d
e
c
e
i
t
）
、

お
よ
び
、
原
状
回
復
の
法
に
お
け
る
無
数
の
ル
ー
ル
の
重
要
な
特
徴
で
あ
り
」
、
「
そ
れ
ら
の
ル
ー
ル
と
本
条
〔
第
九
〇
条
〕
と
が
重

な
り
合
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
強
制
が
不
正
義
を
回
避
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
を
決
定
す
る
上
で
、
そ
れ
ら
が
有
益
な
類
推
を
提
供
す

る
場
合
も
あ
る
。
」
。
こ
の
よ
う
に
、
第
九
〇
条
一
項
で
い
う
「
信
頼
」
に
は
不
法
行
為
法
や
原
状
回
復
法
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ

る
と
認
識
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
一
般
的
な
契
約
責
任
と
は
別
個
の
責
任
　
（
信
頼
責
任
）
　
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
約
束
的
禁
反
言
の
法

（5）

理
が
、
信
頼
責
任
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
は
、
一
九
六
五
年
の
ホ
フ
マ
ン
事
件
判
決
で
あ
っ
た
。
同
判
決
に
お

（100）（2006．1）40巻2号
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い
て
、
裁
判
所
は
「
約
束
的
禁
反
言
の
訴
訟
原
因
を
支
え
る
の
に
欠
か
せ
な
い
約
束
は
、
申
込
と
等
し
く
な
る
よ
う
に
、
…
取
引
の

全
て
の
本
質
的
な
項
目
を
含
む
必
要
は
な
い
」
と
し
、
「
約
束
的
禁
反
言
を
根
拠
と
し
た
訴
え
を
契
約
違
反
訴
訟
と
同
様
に
捉
え
る

（6）

の
は
誤
り
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
を
成
立
さ
せ
る
た

め
の
約
束
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
責
任
の
根
拠
は
「
信
頼
の
惹
起
と
裏
切
り
」
に
求
め
る
他
な
く
、
そ
の
責
任
を
不
法
行
為
と
し
て

構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
第
九
〇
条
で
は
、
本
判
決
を
含
め
、
「
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
」
に
対
し
て
約
束
的
禁
反
言
に
基

（7）

づ
く
責
任
を
認
め
た
三
つ
の
判
例
が
設
例
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
九
〇
条
に
基
づ
き
、
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
に
対
す
る

責
任
が
問
え
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
九
〇
条
の
法
的
性
質
の
変
化
は
、
同
条
の
救
済
方
法
（
特
に
損
害
賠
償
の
範
囲
）
　
に
も
影
響
を
与
え
る
。
第
九
〇
条
が
無
償
約

束
の
保
護
の
み
を
目
的
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
約
束
の
違
反
に
対
し
て
は
期
待
利
益
の
賠
償
が
当
然
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

約
束
的
禁
反
言
は
「
約
因
の
代
替
物
」
と
し
て
契
約
責
任
を
導
く
と
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
九
〇
条
が
信
頼
責
任

に
基
づ
く
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
契
約
当
事
者
ら
の
信
頼
の
度
合
い
に
応
じ
て
損
害
賠
償
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
に
「
そ
の
違
反
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
は
、
正
義
が
求

（8）

め
る
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
。
」
と
い
う
一
文
が
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
一
項
は
、
ウ
ィ
リ
ス
ト
ン
の
想
定
し
た
「
契
約
責
任
説
」
で
は
な
く
、

（9）

フ
ラ
ー
や
コ
ー
ビ
ン
の
想
定
し
た
「
信
頼
責
任
説
」
の
立
場
で
起
草
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
U
C
C
第
二
編
の
起
草
者
で
あ
っ
た
ル

（10）

ゥ
エ
リ
ン
は
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
適
用
に
消
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ

ト
メ
ン
ト
は
、
U
C
C
の
影
響
を
全
く
受
け
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
申
込

を
信
頼
し
て
不
利
益
を
被
っ
た
当
事
者
と
、
詐
欺
防
止
法
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
口
頭
の
約
束
を
信
頼
し
て
不
利
益
を
被
っ
た
当
事
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者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
認
め
る
規
定
を
第
九
〇
条
と
は
別
個
に
新
設
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
U
C

C
第
二
編
の
下
で
は
い
ず
れ
も
排
除
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
あ
る
。

（
2
）
　
第
八
七
条
二
項
と
申
込
撤
回
ル
ー
ル

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
八
七
条
二
項
は
、
契
約
の
申
込
に
対
し
て
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
が
適
用
さ
れ
得
る
と
し

へ
〓
）

そ
の
よ
う
な
申
込
は
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
申
込
の
撤
回
に
対
し
て
約
束
的
禁
反
言
に

（12）

基
づ
く
責
任
を
明
確
に
認
め
た
一
九
五
八
年
の
ド
レ
ナ
ン
事
件
判
決
の
ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
申
込

者
は
、
時
に
、
そ
の
申
込
を
承
諾
す
る
以
前
に
合
理
的
に
信
頼
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
約
束
者

に
よ
る
申
込
の
撤
回
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
込
は
「
不
正
義
を
回
避
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
」
、
「
オ
プ
シ

ョ
ン
契
約
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
」
　
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
八
七
条
一
項
と
二
項
、
お
よ
び
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
と
の
関
係

（13）

で
あ
る
。
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
は
「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
　
の
み
を
要
件
と
し
て
お
り
、
被
約
束
者

に
い
か
な
る
信
頼
行
為
も
要
求
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
同
条
の
起
草
者
意
思
・
起
草
過
程
を
み
る
か
ぎ
り
、
同
条
は
約
束
的

（14）

禁
反
言
の
適
用
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
八
七
条
は
、
実
質
的
に
U
C
C
第

（15）

二
－
二
〇
五
条
に
類
似
し
た
ル
ー
ル
を
定
め
、
「
書
面
」
と
い
う
形
式
に
基
づ
い
て
申
込
の
強
制
を
認
め
　
（
第
八
七
条
一
項
）
、
他
方

で
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
の
立
法
趣
旨
と
反
す
る
約
束
的
禁
反
言
の
通
用
を
認
め
、
「
信
頼
」
と
い
う
実
体
に
基
づ
い
て
申
込

の
強
制
を
認
め
る
　
（
第
八
七
条
二
項
）
。
契
約
法
の
一
般
原
則
を
定
め
る
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
判
例
法

に
よ
り
形
成
さ
れ
た
ル
ー
ル
と
U
C
C
の
ル
ー
ル
の
両
方
を
取
り
込
み
、
申
込
の
強
制
に
関
し
て
二
つ
の
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
に

特
に
問
題
は
な
い
、
と
の
考
え
も
成
り
立
ち
う
る
。
し
か
し
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
が
、
約
因
の
要
件
を
不
要
と
し
、
か
つ
、
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約
束
的
禁
反
言
の
適
用
に
も
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
契
約
当
事
者
の
正
当
な
意
思
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
署
名
さ

れ
た
書
面
」
が
要
件
と
さ
れ
た
の
は
、
申
込
が
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
「
認
証
」
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で

（16）
あ
る
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
者
ら
は
、
第
八
七
条
の
起
草
に
お
い
て
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
　
第
一
三
九
条
一
項
と
詐
欺
防
止
法

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
一
〇
条
は
、
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
の
規
定
に
依
拠
し
っ
つ
、
一
六
七
七
年
詐
欺
防
止

法
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
る
。
特
に
、
同
条
二
項
で
は
、
「
五
〇
〇
ド
ル
以
上
の
物
品
売
買
契
約
」
や
「
証
券
の
売
買
契
約
」
に
つ

（17）

い
て
は
、
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
の
規
定
が
通
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
他
方
で
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条

（18）

一
項
は
、
詐
欺
防
止
法
の
規
定
に
関
係
な
く
、
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
に
よ
っ
て
約
束
を
強
制
し
得
る
と
定
め
る
。
ま
ず
、
同
条
一

項
は
、
「
約
束
者
が
、
被
約
束
者
ま
た
は
第
三
者
の
側
に
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
誘
引
す
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
す
べ
き
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
よ
う
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
実
際
に
誘
引
し
た
約
束
は
、
そ
の
約
束
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
不
正
義
が
回

避
さ
れ
る
場
合
に
、
詐
欺
防
止
法
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
強
制
可
能
で
あ
る
。
そ
の
違
反
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
は
、
正
義
が
求

め
る
範
囲
に
制
限
さ
れ
う
る
。
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
文
言
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
一
般
規
定
を
定
め
る
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン

ト
第
九
〇
条
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

第
二
二
九
条
一
項
は
、
詐
欺
防
止
法
の
ケ
ー
ス
に
禁
反
言
の
適
用
を
制
限
的
に
認
め
た
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
七
八
条

の
コ
メ
ン
ト
I
に
比
べ
て
、
適
切
な
拡
張
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
第
一
三
九
条
の
最
大
の
特
色
は
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
a
が
指
摘
す
る

（19）

よ
う
に
、
約
因
の
な
い
約
束
だ
け
で
は
な
く
、
約
因
の
あ
る
約
束
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
契
約

の
拘
束
力
の
基
礎
と
し
て
「
約
因
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
実
体
（
s
u
b
s
訂
n
c
e
）
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
署
名
さ

（20）

れ
た
書
面
な
い
し
覚
書
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
形
式
（
訂
r
m
）
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
形
式
が
欠
落
し
て
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い
る
場
合
で
も
、
第
九
〇
条
で
定
め
る
「
法
的
保
護
に
値
す
る
信
頼
行
為
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
第
三
元
条
に
基
づ
い
て
、

そ
の
形
式
の
不
備
を
補
充
す
る
目
的
で
約
束
的
禁
反
言
が
通
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
条
の
下
で
は
、
詐
欺
防
止
法
の
立

論
　
法
趣
旨
に
沿
っ
て
、
契
約
の
強
制
を
求
め
る
被
約
束
者
の
側
に
「
誤
っ
た
記
憶
」
や
「
偽
証
」
の
可
能
性
を
極
力
抑
え
る
べ
く
、
慎

（21）

重
に
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
同
条
二
項
の
C
号
は
、
約
束
の
強
制
に
あ
た
っ
て
、
正
当
な
信
頼
行
為
が
あ
っ

（22）

た
こ
と
の
証
拠
を
求
め
て
い
る
。

申
込
撤
回
ル
ー
ル
の
場
合
と
同
様
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
詐
欺
防
止
法
ル
ー
ル
（
第
二
〇
条
と
第
二
二
九
条
）
と

（お）

U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
U
C
C
第
二
編
の
起
草
者
で
あ
っ
た
ル
ゥ
エ
リ

ン
は
、
当
事
者
間
の
「
事
実
上
の
合
意
」
を
契
約
の
基
礎
と
捉
え
、
そ
し
て
、
当
事
者
間
の
合
意
を
「
書
面
」
と
い
う
形
で
残
す
詐

（飢）

欺
防
止
法
の
立
法
趣
旨
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
は
、
書
面
な
き
口
頭
の
契
約
は
有
効
で
は
な

い
と
い
う
伝
統
的
な
詐
欺
防
止
法
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
ル
ゥ
エ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
条
は
約
束
的
禁
反
言
の
適
用

を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
は
、
当
事
者
間
に
事
実
上
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
探
究
を
怠
る
結
果

を
招
き
、
そ
し
て
、
詐
欺
防
止
法
と
の
関
係
で
は
、
約
束
的
禁
反
言
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
原
告
に
よ
る
偽
証
を
誘
発
す
る
お
そ
れ

が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
第
二
〇
条
に
お
い
て
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
一
方
で
、
第
一
三
九
条
に
お
い
て
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
の
立
法
趣
旨
に
反
す
る
約

束
的
禁
反
言
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
者
ら
は
、
詐
欺
防
止
法
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
U
C
C
に
お
け

る
詐
欺
防
止
法
の
ル
ー
ル
に
言
及
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
採
用
し
た
の
だ
が
、
詐
欺
防
止
法
が
根
本
的
に
約
束

的
禁
反
言
の
法
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
の
立
法
趣
旨
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
。第

二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条
と
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
規
定
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
点
か

（25）

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
三
九
条
の
コ
メ
ン
ト
a
は
、
「
他
の
ル
ー
ル
と
の
関
係
」
　
に
お
い
て
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条

三
項
と
第
八
－
三
一
九
条
（
b
）
号
に
言
及
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
部
分
的
な
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
は
口
頭
約
束
の
強
制
を
認
め

る
と
い
う
、
従
来
の
詐
欺
防
止
法
の
例
外
規
定
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
三
項
に
関
し
て
い
え

ば
、
そ
れ
は
「
特
別
注
文
に
よ
る
物
品
の
製
造
」
や
「
契
約
の
部
分
履
行
」
が
あ
る
場
合
に
、
信
頼
利
益
の
保
護
を
認
め
る
規
定
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
項
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
約
束
的
禁
反
言
が
適
用
さ
れ
や
す
い
二
つ
の
状
況
に
対
し
て
予
め
制
定
法

上
の
保
護
を
提
供
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
認
め
な
い
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
条
項
を
根
拠
に
、

（26）

U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
が
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
許
容
し
て
い
る
も
の
だ
と
は
判
断
で
き
な
い
。

次
に
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条
を
根
拠
に
、
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
の
規
定
に
関
係
な
く
、
約
束
的
禁
反
言
の

（27）

適
用
に
よ
っ
て
約
束
を
強
制
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
判
決
が
あ
る
。
事
実
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ⅹ
は
、
Ⅹ
を
Y
社
の

共
同
事
業
者
と
す
る
Y
の
口
頭
に
よ
る
雇
用
約
束
、
お
よ
び
、
株
式
売
却
の
合
意
を
信
頼
し
て
、
仕
事
を
や
め
、
家
屋
を
抵
当
に
入

れ
、
Y
の
事
業
所
が
あ
る
場
所
に
引
越
し
た
。
し
か
し
、
土
壇
場
に
な
っ
て
、
Y
は
、
そ
の
雇
用
約
束
を
破
棄
し
、
代
り
に
、
Ⅹ
に

Y
の
従
業
員
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
こ
で
、
Ⅹ
は
、
口
頭
に
よ
る
雇
用
契
約
の
違
反
、
ま
た
は
、
約
束
的
禁
反
言
に
基
づ
い
て
、

損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
は
、
Ⅹ
の
約
束
的
禁
反
言
に
基
づ
く
請
求
は
、
U
C
C
第
八
－
三
一
九
条
（
一
九
七

（お）

八
年
）
に
基
づ
く
詐
欺
防
止
法
の
抗
弁
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
企
業
の
株
式
売
却
に
関
す
る
当
事
者

間
で
の
口
頭
に
よ
る
合
意
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
強
制
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ラ
ド
州
最
高
裁
判
所
は
、
第
二
次

契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
元
条
を
援
用
し
て
、
そ
の
約
束
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
正
義
が
実
現
さ
れ
う
る
の
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（29）

で
あ
れ
ば
、
詐
欺
防
止
法
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
請
求
を
妨
げ
な
い
と
判
示
し
た
。
本
判
決
で
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第

一
三
九
条
が
U
C
C
の
詐
欺
防
止
法
規
定
に
優
先
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
項
　
そ
の
後
の
学
説
の
展
開

（
1
）
　
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
に
前
後
し
て
、
判
例
法
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
著
し
い
発
展
に
注
目
し

た
研
究
が
次
々
と
現
れ
た
。
と
り
わ
け
、
ギ
ル
モ
ア
（
G
l
】
m
O
r
e
）
と
ア
テ
ィ
ア
（
A
専
a
h
）
の
著
作
は
、
同
法
理
の
発
展
を
踏
ま

ぇ
て
、
伝
統
的
な
契
約
法
理
論
の
再
構
成
を
試
み
よ
う
と
し
た
点
で
、
英
米
の
法
学
界
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
学
界
に
も
大
き
な

（罰）

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

（
a
）
　
ギ
ル
モ
ア
は
、
一
九
七
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
契
約
法
の
死
（
さ
e
D
e
a
I
h
O
－
（
O
n
雷
c
t
）
』
に
お
い
て
、
約
束
的
禁
反

言
の
法
理
の
通
用
範
囲
は
今
後
さ
ら
に
拡
張
し
続
け
、
伝
統
的
な
約
因
法
理
に
代
っ
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
が
約
束
を
強
制
さ

せ
る
主
た
る
根
拠
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
不
法
行
為
法
に
基
礎
を
お
く
同
法
理
の
発
展
に
よ
り
、
契
約
の
領
域

（31）

は
不
法
行
為
の
領
域
の
中
に
段
々
と
接
近
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
た
。

（
b
）
　
イ
ギ
リ
ス
の
契
約
法
学
者
で
あ
る
ア
テ
ィ
ア
は
、
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
契
約
自
由
の
盛
衰
（
↓
ゴ
e
穿
e
a
n
d

（32）

F
a
＝
O
f
F
r
e
e
d
害
O
f
C
O
n
雷
c
t
）
』
に
お
い
て
、
二
〇
〇
年
に
わ
た
る
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
の
展
開
を
論
じ
、
そ
の
中
で
、
従
来
の
契

約
理
論
に
お
け
る
】
般
的
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
契
約
責
任
の
根
拠
は
「
約
束
」
に
あ
る
と
い
う
考
え
を
否
定
し
、
ま
た
・
約
因

（お）

法
理
を
中
心
と
す
る
古
典
的
契
約
理
論
へ
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
現
代
で
は
、
「
約
束
」
の
み
な
ら
ず
、

準
契
約
の
発
展
に
み
る
「
利
得
」
、
約
束
的
禁
反
言
の
発
展
に
み
る
「
信
頼
」
の
三
つ
を
柱
と
し
た
新
た
な
「
債
務
法
（
】
a
w
O
f

（朗）

O
b
】
i
g
a
t
i
O
n
）
」
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
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（
C
）
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
「
古
典
的
契
約
理
論
の
再
構
成
」
を
主
張
す
る
ギ
ル
モ
ア
や
ア
テ
ィ
ア
に
対
抗
す
る
形
で
、

（35）

フ
リ
ー
ド
（
F
ユ
e
d
）
が
『
約
束
と
し
て
の
契
約
（
C
O
n
雷
c
t
a
s
P
r
O
ヨ
i
s
e
）
』
を
公
表
し
た
。
フ
リ
ー
ド
は
、
同
書
に
お
い
て
、
意

思
理
論
の
立
場
か
ら
、
「
約
束
と
し
て
の
契
約
」
が
ア
メ
リ
カ
契
約
法
の
基
礎
に
あ
る
と
し
て
、
「
約
東
上
の
債
権
債
務
関
係
」
を
軸

と
す
る
契
約
理
論
を
展
開
す
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
、
一
九
世
紀
の
古
典
的
意
思
理
論
と
は
異
な
り
、
「
意
思
」
だ
け
で
契
約
の
全

て
を
割
り
切
る
の
で
は
な
く
、
「
利
益
」
、
「
信
頼
」
、
「
分
配
」
と
い
っ
た
非
約
束
的
要
素
も
、
〓
疋
の
範
囲
で
重
要
な
役
割
を
も
つ

元
）

こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
d
）
　
上
に
挙
げ
た
諸
学
説
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
発
展
に
着
目
し
て
、
伝
統
的
な
契
約
法
理
論
（
約
因
法
理
を
中
心
と

し
た
古
典
的
契
約
法
理
論
）
の
再
構
成
を
試
み
て
い
る
。
彼
ら
が
想
定
す
る
「
約
束
的
禁
反
言
」
と
は
、
た
ん
に
無
償
約
束
の
保
護

だ
け
で
な
く
、
申
込
や
口
頭
約
束
と
い
っ
た
有
償
約
束
の
信
頼
保
護
、
予
備
的
交
渉
の
不
当
破
棄
に
対
す
る
信
頼
責
任
を
含
め
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
様
々
な
目
的
を
も
つ
に
至
っ
た
約
束
的
禁
反
言
を
一
元
的
な
法
理
と
理
解
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
述
の
ア
テ
ィ
ア
の
見
解
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
約
束
的
禁
反
言
法
理
が
果
た
し
て
、

従
来
の
債
務
法
の
構
造
に
全
体
的
な
変
更
を
迫
る
ほ
ど
に
、
原
理
的
統
一
性
と
広
い
妥
当
範
囲
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
」
、
「
約
束
的

（37）

禁
反
言
と
い
う
一
枚
看
板
の
下
に
異
質
な
も
の
が
無
自
覚
的
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
」
。
そ
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
法
上
約

束
的
禁
反
言
法
理
は
、
約
束
責
任
の
代
用
物
た
る
場
合
と
、
真
に
信
頼
拘
束
に
よ
る
責
任
（
…
）
を
根
拠
づ
け
る
場
合
と
を
そ
の
下

に
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
上
契
約
責
任
に
と
っ
て
代
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
前
者
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
後

（認）

者
と
混
同
し
、
信
頼
責
任
が
合
意
に
基
く
責
任
を
凌
駕
し
て
い
る
と
解
す
る
の
は
正
当
で
な
い
。
」
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
混
同
現
象
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質
や
そ
の
効
果
を
め
ぐ
る
学
説
の
論
争
に
も
み
ら
れ
る
。
約
束
的

禁
反
言
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
契
約
責
任
」
と
み
る
説
、
「
信
頼
責
任
」
と
み
る
説
、
お
よ
び
、
「
不
法
行
為
責
任
」
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論　　説

と
み
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
学
説
を
理
解
す
る
上
で
は
、
各
論
者
が
約
束
的
禁
反
言
の
生
成
か
ら
今
日
の
発
展
ま
で

の
い
ず
れ
の
局
面
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
a
）
　
約
束
的
禁
反
言
を
不
法
行
為
責
任
だ
と
理
解
す
る
見
解
は
初
期
の
学
説
（
一
九
五
〇
年
前
後
）
に
み
ら
れ
る
。
シ
ー
ヴ
エ

ィ
（
S
e
a
く
e
y
）
は
、
「
禁
反
言
の
法
理
」
が
基
本
的
に
不
法
行
為
の
概
念
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
約
束
的
禁
反
言

（39）

の
法
理
」
に
つ
い
て
も
不
法
行
為
責
任
が
導
か
れ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
同
法
理
が
「
不
利
益
を
伴
う
信
頼
」
を
基
礎
と
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
「
不
利
益
」
の
概
念
は
、
被
表
示
者
が
表
示
さ
れ
た
事
実
を
信
頼
し
て
行
為
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
「
損
害
」

（40）

を
指
す
た
め
、
不
法
行
為
責
任
を
暗
示
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
シ
ー
ヴ
エ
イ
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
不
法
行
為
は
、
第
一
に
、
約
束

さ
れ
た
価
値
（
r
e
w
a
r
d
）
を
原
告
か
ら
奪
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
の
原
告
に
対
し
て
不
利
益
（
d
e
t
ユ
m
e
n
t
）
と
な
る
地
位
の
変

（41）

更
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
損
害
賠
償
は
、
…
、
そ
の
地
位
の
変
更
よ
り
生
じ
た
損
失
を
超
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
の
フ
リ
ッ
ド
マ
ン
（
F
邑
m
a
n
）
は
、
禁
反
言
の
法
理
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
不
法
行
為
的

（42）

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
近
代
的
な
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
不
法
行
為
よ
り
も
契
約
に
近
い
。
」
と
い
う
。

（
b
）
　
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
は
「
契
約
責
任
説
」
の
立
場
を
採
る
。
同
条
の
起
草
趣
旨
は
、
約
因
の
交

（伯）

換
的
取
引
理
論
の
下
で
は
強
制
し
得
な
い
無
償
約
束
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
約
因
の

代
替
物
」
と
し
て
の
契
約
責
任
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
別
個
の
観
点
か
ら
、
「
契
約
責
任
（
約
束
責
任
）
」

を
唱
え
る
説
が
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
公
表
さ
れ
た
フ
ァ
ー
バ
ー
＆
マ
サ
ソ
ン
（
F
a
r
b
e
r
か
M
a
喜
e
r
s
O
n
）
論
文
、
お
よ
び
、
一

九
九
一
年
に
公
表
さ
れ
た
ヨ
リ
オ
＆
セ
ル
（
Y
O
ユ
○
鈴
↓
ぎ
e
】
）
論
文
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
基
礎
が
「
信
頼
」
で
は
な
く
「
約
束
」

（舶）

に
あ
る
と
主
張
す
る
。
両
論
文
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
要
件
の
；
と
解
さ
れ
て
き
た
「
不
利
益
を
伴
う
信
頼
」

（45）

が
、
実
際
の
判
例
法
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
論
文
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
一
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九
九
八
年
に
公
表
さ
れ
た
ヒ
ル
マ
ン
　
（
H
i
－
－
m
a
n
）
論
文
が
あ
り
、
彼
は
、
実
証
的
な
判
例
分
析
を
通
じ
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
基

（46）

礎
と
し
て
は
「
約
束
」
と
「
信
頼
」
　
の
両
方
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（47）

（
C
）
　
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質
を
「
信
頼
責
任
」
と
み
る
説
が
、
現
在
の
多
数
説
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
第
二
次
契
約
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
は
、
そ
の
後
の
約
束
的
禁
反
言
の
発
展
、
特
に
、
有
償
約
束
の
信
頼
保
護
と
い
う
新
た
な
目
的
を
視
野
に

入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
信
頼
責
任
説
」
　
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
は
、
「
信
頼
の
惹
起
と
裏
切
り
」
に
責
任
の
根
拠
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
事
例
へ
の
通
用
も
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
て
、
近
時
、
約
束
的
禁
反
言
を

不
法
行
為
責
任
だ
と
理
解
す
る
学
説
も
あ
る
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
　
（
B
弓
ロ
e
t
t
）
　
に
よ
れ
ば
、
約
因
法
理
を
中
心
と
す
る
交
換
原
則
の
下

で
は
、
約
束
者
が
自
ら
拘
束
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
を
選
択
す
る
自
由
が
あ
り
、
従
っ
て
、
約
束
者
に
は
責
任
を
負
う
か
否
か
を
決

定
す
る
意
思
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
を
中
心
と
す
る
信
頼
原
則
は
、
必
ず
し
も
約
束
者

（棚）

の
意
思
と
は
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
「
非
難
に
値
す
る
行
為
（
b
】
P
ヨ
e
W
O
喜
i
n
e
s
s
）
」
に
基
づ
く
責
任
に
依
拠
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

（
d
）
　
こ
の
よ
う
な
学
説
の
状
況
を
ワ
ン
ゲ
リ
ン
　
（
W
a
n
g
e
ユ
n
）
は
「
五
人
の
盲
目
の
賢
人
」
と
い
う
イ
ン
ド
の
挿
話
に
例
え

（49）

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
盲
目
の
賢
人
達
が
一
頭
の
象
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
足
に
触
れ
た
賢
者
は

象
を
「
大
木
の
よ
う
だ
」
と
語
り
、
そ
の
尻
尾
に
触
れ
た
賢
者
は
象
を
「
蛇
の
よ
う
だ
」
と
語
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
象
と
は
「
約
束

的
禁
反
言
」
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
説
明
は
全
て
正
し
い
が
、
同
時
に
全
て
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
目
的
を
も
つ
に
至

っ
た
約
束
的
禁
反
言
を
一
元
的
な
法
理
と
し
て
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。
同
法
理
が
適
用
さ
れ
得
る
個
別
具
体
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
、

（帥）

そ
の
責
任
と
そ
の
効
果
を
模
索
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
第
九
〇
条
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
見
解
の
不
一
致
は
、
そ
の
ま
ま
同
条
の
責
任
の
効
果
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
す
る
争

（51）

い
に
反
映
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
①
期
待
利
益
の
賠
償
ま
で
認
め
る
説
、
②
信
頼
利
益
の
賠
償
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
す
る
説
、
お
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説
よ
び
、
③
個
別
、
具
体
の
諸
事
例
ご
と
に
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質

（52）

を
「
契
約
」
と
み
る
学
説
は
期
待
利
益
の
賠
償
ま
で
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
そ
れ
を
「
不
法
行
為
」
と
み
る
学
説
は
、
信

（お）

論
　
頼
利
益
の
賠
償
の
み
が
認
容
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
今
日
の
多
数
説
だ
と
い
わ
れ
る
「
信
頼
責
任
説
」
に
は
、
信
頼
利
益
の

（封）

賠
償
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と
の
立
場
を
と
る
学
説
も
あ
る
が
、
そ
の
代
表
論
者
で
あ
っ
た
フ
ラ
ー
と
コ
ー
ビ
ン
は
、
約
束
的
禁
反
言

に
よ
る
救
済
を
信
頼
利
益
の
賠
償
に
限
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第

九
〇
条
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
救
済
の
内
容
は
、
特
定
の
状
況
ご
と
に
異
な
り
、
そ
れ
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
過
去
の
裁
判
例
は
、
少
な
く
と
も
、
①
救
済
の
拒
絶
、
②
原
状
回
復
の
認
容
、
③
信
頼
利
益
の
賠
償
、
ま
た
は
、
④
期
待
利

（55）

益
の
賠
償
の
い
ず
れ
か
を
実
施
し
て
き
た
と
い
う
。
前
述
の
と
お
り
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
は
、
こ
の
立

（訴）

場
に
沿
っ
て
、
個
別
具
体
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
適
切
な
救
済
内
容
を
確
定
す
べ
き
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
。

40巻2号（2006…1）（110）

第
六
節
　
小
括

（
1
）
　
本
章
で
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
検
討
を
行
っ
た
。
第
二
節
で
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
特

徴
と
し
て
、
①
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
の
連
続
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
特
に
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
を
中
心
と
す
る
契

約
ル
ー
ル
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
判
例
法
に
お
け
る
「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
の
発
展
を
重
視
し
て
、
当
事
者
の
信
頼
保

護
が
拡
充
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
③
U
C
C
第
一
編
…
第
二
編
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。

（
2
）
　
第
三
節
で
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
「
契
約
成
否
」
の
判
断
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
同
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
は
、
①
「
約
束
」
を
契
約
の
基
礎
と
位
置
づ
け
（
∽
こ
、
②
「
約
国
」
と
「
相
互
的
同
意
の
表
示
」
を
不
要
式
契
約
の

成
立
要
件
と
し
（
巴
3
、
お
よ
び
、
③
契
約
の
成
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
原
則
と
し
て
客
観
説
の
立
場
に
た
ち
（
∽
N
－
）
、
か
つ
、
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〓
疋
の
範
囲
で
「
客
観
説
の
例
外
」
を
設
け
て
い
る
（
∽
∽
N
O
㌫
山
．
お
．
N
①
．
雷
）
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
こ
の
限
り
で
第

一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
い
る
。
ま
た
、
④
「
合
意
す
る
た
め
の
合
意
」
や
未
決
定
条
項
の
あ
る
契
約
を
強

制
不
可
能
な
も
の
と
す
る
「
確
実
性
の
原
則
」
も
維
持
さ
れ
て
い
る
　
（
∽
u
u
㊤
）
。
次
に
、
U
C
C
の
影
響
を
受
け
た
条
文
と
し
て
は
、

①
当
事
者
の
契
約
意
思
を
確
定
す
る
方
法
で
あ
る
「
知
り
う
べ
き
テ
ス
ト
」
が
あ
り
（
∽
－
茜
）
、
ま
た
、
②
当
事
者
の
意
思
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
未
決
定
条
項
の
補
充
規
定
が
あ
る
　
（
∽
N
定
）
。
第
一
九
条
二
項
の
「
知
り
う
べ
き
テ
ス
ト
」
は
、

合
意
の
効
果
、
範
囲
お
よ
び
そ
の
意
味
を
決
定
し
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
認
識
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
か
を
裁
判
所
が
決
定
す
る
際
の

指
針
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
U
C
C
第
二
編
の
不
備
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
第
四
節
で
は
、
契
約
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
約
因
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
提
唱
さ
れ
た
「
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
」
を
維
持
し
て
い
る
が
　
（
∽
巴
↓
－
ご
）
、
そ
の
役
割
は
相
対

的
に
低
下
し
て
い
る
。
ま
ず
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
は
「
申
込
・
承
諾
の
方
法
」
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
は
、
一
方
的
契
約
と
双
方
的
契
約
と
の
区
別
を
な
く
し
（
∽
U
N
）
、
承
諾
の
方
法
を
問
わ
な
い
と
し
て
お
り
（
∽
u
O
㊥
）
、
こ

の
点
は
U
C
C
第
二
偏
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
他
方
で
、
そ
の
新
た
な
枠
組
み
の
中
に
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン

ト
で
定
め
ら
れ
た
「
申
込
承
諾
ル
ー
ル
」
を
組
み
入
れ
て
い
る
　
（
肋
雷
○
㊥
㊤
一
合
）
。
次
に
、
申
込
撤
回
ル
ー
ル
に
関
し
て
は
、
約

因
の
要
件
を
維
持
す
る
が
、
そ
れ
は
名
目
的
な
約
因
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
同
要
件
は
形
骸
化
し
て
い
る
　
（
晋
0
）
。
他
方
で
、

「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
と
い
う
形
式
に
基
づ
い
た
申
込
の
強
制
を
認
め
て
お
り
、
実
質
的
に
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
の
ル
ー
ル
に

近
づ
け
て
い
る
。
契
約
内
容
の
変
更
に
関
す
る
ル
ー
ル
も
同
様
で
あ
り
、
三
つ
の
特
定
の
場
合
に
約
因
の
提
供
が
な
く
て
も
契
約
内

容
の
変
更
は
有
効
だ
と
す
る
（
晋
里
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
U
C
C
の
契
約
ル
ー
ル
を
第
二
次
リ

ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
調
和
さ
せ
る
と
い
う
起
草
者
ら
の
試
み
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
当
事
者
の
一
方
の
み
が
履
行
に
選
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択
権
を
有
し
て
い
る
契
約
は
、
「
約
因
」
の
不
存
在
を
理
由
に
、
原
則
と
し
て
強
制
不
可
能
だ
と
さ
れ
て
お
り
（
笥
3
、
第
一
次
リ

ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
ル
ー
ル
が
そ
の
ま
ま
遵
守
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
第
五
節
で
は
、
「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ

ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
の
文
言
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
上
で
、
そ
の
制
度
趣
旨
が
、
た
ん
に
無
償
約
束
の
保
護
だ
け
で
は
な
く
、
広

く
有
償
約
束
の
信
頼
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
（
∽
害
）
。
ま
た
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
そ
の

後
の
判
例
法
の
展
開
を
反
映
し
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
に
関
す
る
規
定
を
拡
充
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
申
込
を
信
頼
し
て
不

利
益
を
被
っ
た
当
事
者
と
、
詐
欺
防
止
法
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
口
頭
の
約
束
を
信
頼
し
て
不
利
益
を
被
っ
た
当
事
者
の
信
頼
保
護

を
目
的
と
し
て
、
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
認
め
る
規
定
を
別
個
に
新
設
し
て
い
る
（
∽
晋
↓
こ
い
笠
。
し
か
し
、
他
方
で
、
同
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
申
込
撤
回
ル
ー
ル
と
詐
欺
防
止
法
に
関
し
て
は
U
C
C
第
二
編
の
規
定
に
依
拠
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る

（
琴
南
ニ
ー
○
）
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
U
C
C
第
二
－
二
〇
五
条
と
第
二
－

二
〇
一
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
結
局
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
者
ら
は
、
申
込
撤
回
ル
ー
ル
と
詐
欺
防
止
法
を

定
め
る
に
あ
た
り
、
U
C
C
の
ル
ー
ル
に
言
及
し
、
か
つ
、
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
を
採
用
し
た
の
だ
が
、
U
C
C
第
二
編

の
こ
れ
ら
の
条
文
の
立
法
趣
旨
が
本
質
的
に
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

40巻2号（2006．1）（112）

第
五
章
　
総
　
括

第
一
節
　
ア
メ
リ
カ
法
の
ま
と
め
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（
1
）
　
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
一
九
三
二
年
に
成
立
し
た
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
、
一
九
五
一
年
に
成
立
し
た
統
一
商
事
法
典
（
U
C

C
）
、
お
よ
び
、
一
九
七
九
年
に
成
立
し
た
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
ル
ー
ル
の
特
徴

と
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
こ
に
お
い
て
「
当
事
者
の
意
思
」
に
関
わ
る
諸
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

か
を
検
討
し
た
。
こ
の
間
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
た
契
約
ル
ー
ル
を
数
多
く
定
め
る
U
C
C
第

二
編
の
考
察
が
重
要
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
た
上
で
、
今
後
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
の
展
開
を
予
測
す

る
。（

2
）
　
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
特
徴

第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
主
た
る
特
徴
は
以
下
の
点
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
「
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
」
、
ま
た
、
そ

こ
か
ら
派
生
す
る
「
相
互
性
の
原
則
」
や
「
確
実
性
の
原
則
」
と
い
っ
た
形
式
的
、
外
在
的
お
よ
び
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
き
、
厳

格
か
つ
画
一
的
な
契
約
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
双
方
的
契
約
」
と
「
一
方
的
契
約
」
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
画
一
的
な
申
込
・
承
諾
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
商
取
引
で
は
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
　
「
約
束
に

対
す
る
約
束
」
や
「
約
束
に
対
す
る
行
為
」
を
発
見
す
る
と
い
う
作
業
が
、
契
約
の
成
立
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
①
契
約

成
立
前
の
「
合
意
す
る
た
め
の
合
意
」
や
、
代
金
額
や
契
約
目
的
物
の
数
量
に
関
す
る
条
項
が
省
略
さ
れ
て
い
る
契
約
、
ま
た
、
②

「
生
産
量
一
括
売
買
契
約
」
や
「
必
要
量
購
入
契
約
」
は
原
則
と
し
て
有
効
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
取
引
実
務
で
は
、

こ
れ
ら
の
契
約
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
起
草
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
当
時
で
も
変
わ
り

は
な
い
。
申
込
承
諾
ル
ー
ル
と
は
別
に
、
確
実
性
の
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
取
引
実
務
に
お
い
て
も
予
備
的

合
意
が
活
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
当
事
者
ら
の
契
約
締
結
意
思
を
見
出
す
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こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
②
の
契
約
に
お
い
て
、
売
主
が
買
主
に
あ
え
て
履
行
の
選
択
権
を
提
供
す
る
の
は
、
相
手
方
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
刺
激
し
、
契
約
締
結
の
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
自
ら
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
意
思
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

論
　
し
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
下
で
は
、
あ
く
ま
で
も
形
式
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
契
約
の
成
否
が
判
断
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
契

約
当
事
者
の
真
意
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
「
形
式
的
、
外
在
的
お
よ
び
客
観
的
な
基
準
」
に
基
づ
く
一
元
的
な
契
約
法
理
論

が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
そ
れ
は
、
「
契
約
の
成
否
」
に
あ
た
り
、
客
観
説
の
立
場
を
採
る
と
明
言

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
観
説
の
立
場
に
た
つ
条
文
も
数
多
く
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
え
る
。
そ
も
そ
も
、
「
意
思
」
か
「
表

示
」
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
枠
組
み
の
中
で
契
約
の
成
否
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
こ
と
は
「
約

因
の
交
換
的
取
引
理
論
」
と
「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
と
の
関
係
に
見
出
せ
る
。
過
去
の
判
例
法
の
裏
づ
け
を
欠
い
た
ま
ま
、
約

因
を
中
心
と
し
た
一
連
の
契
約
ル
ー
ル
が
構
築
さ
れ
た
の
は
、
起
草
者
ウ
ィ
リ
ス
ト
ン
が
「
少
数
の
判
例
を
選
択
し
、
そ
こ
か
ら
具

体
的
な
事
実
を
捨
象
し
て
抽
象
的
な
ル
ー
ル
を
抽
出
す
る
」
と
い
う
ラ
ン
グ
デ
ル
の
方
法
論
を
採
用
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
コ
ー
ビ
ン
は
、
裁
判
所
が
「
交
換
」
以
外
の
様
々
な
根
拠
に
基
づ
い
て

約
束
を
強
制
し
て
き
た
事
実
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
結
果
、
第
九
〇
条
に
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
が
定
め
ら
れ

た
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
判
例
法
の
動
向
を
予
測
し
て
か
、
「
申
込
」
や
「
口
頭
の
合
意
」
を
信
頼
し
て
不
利
益
を
被
っ
た
当

事
者
を
保
護
す
る
規
定
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
段
階
に
お
い
て
、
一
元
的

な
契
約
法
理
論
の
構
築
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
U
C
C
第
二
編
の
特
徴

U
C
C
第
二
編
の
主
た
る
特
徴
は
以
下
の
点
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
U
C
C
第
二
編
の
成
立
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
構
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築
さ
れ
た
「
形
式
的
、
外
在
的
お
よ
び
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
契
約
法
理
論
」
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、

契
約
の
基
礎
に
関
わ
る
①
約
束
、
②
相
互
的
同
意
の
表
示
、
③
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
、
お
よ
び
、
④
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
を

排
除
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
U
C
C
第
二
編
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
重
要
な
契
約
法
原
則
の
多
く
を
排
除
し
た

の
は
、
「
現
実
の
商
取
引
に
適
合
し
た
柔
軟
な
契
約
法
理
論
」
を
構
築
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
U
C
C
第
二
編
が
新
た
に

契
約
の
基
礎
と
し
て
求
め
た
の
が
当
事
者
間
の
「
事
実
上
の
合
意
」
で
あ
る
。
U
C
C
の
契
約
法
理
の
下
で
は
、
契
約
当
事
者
ら
に

契
約
を
成
立
さ
せ
る
意
思
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
契
約
は
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
U
C
C
に
お
い
て
、
約

因
の
交
換
的
取
引
理
論
と
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
が
共
に
排
除
さ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
の
法
理
の
下
で
も
「
当
事
者
ら
が
実
際
に
合

意
し
た
か
ど
う
か
」
　
の
判
断
が
問
わ
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
の
下
で
は
、
実
際
に
当
事
者

間
に
合
意
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
因
要
件
の
不
備
を
理
由
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
約
束
の
強
制
が
妨
げ
ら
れ
た
。
反
対
に
、

約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
下
で
は
、
当
事
者
ら
の
意
思
が
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
当
事
者
間
に
合
意
が
存
在
し
な
か
っ
た

場
合
で
も
、
そ
の
約
束
が
強
制
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
U
C
C
の
契
約
法
理
　
（
合
意
理
論
）
　
は
、
一
九
世
紀
末
に
放
棄
さ
れ
た
古
典
的
意
思
理
論
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
起
草
者
ル
ゥ
エ
リ
ン
は
、
契
約
の
成
否
に
あ
た
り
、
「
相
互
的
同
意
の
表
示
」
と
「
内
心
の
意
思
」
　
の
い
ず
れ
が

優
先
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
「
主
観
説
と
客
観
説
」
　
の
対
立
を
不
毛
な
議
論
と
捉
え
て
い
た
。
U
C
C
が
「
契
約
当
事
者
の
意
思
」

を
契
約
の
基
礎
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
U
C
C
第
二
編
の
下
で
、
そ
の
意
思
が
法
的
に
有
効
な
も
の
だ

と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
多
く
の
場
合
、
当
事
者
間
に
合
意
が
存
在
し
た
こ
と
の
証
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
価
格
五
〇
〇

ド
ル
以
上
の
物
品
売
買
契
約
に
つ
き
、
当
事
者
間
の
合
意
を
「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
②
三
ケ
月
を
限
度

に
申
込
を
撤
回
不
可
能
な
も
の
に
す
る
に
は
、
約
因
の
要
件
は
不
要
で
あ
る
が
、
申
込
が
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
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「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
③
約
因
が
な
く
と
も
契
約
内
容
の
変
更
に
関
す
る
合
意
は
有
効
だ
と
す
る
が
、
そ

の
合
意
は
詐
欺
防
止
法
の
規
定
に
服
し
、
「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
が
な
い
か
ぎ
り
拘
束
力
を
有
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
よ

論
　
う
に
、
U
C
C
の
下
で
は
契
約
の
不
要
式
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
の
要
式
性
に
つ
き
、
U
C
C
は
、
「
約
因
」

概
念
を
退
け
る
代
り
に
、
「
書
面
」
を
重
視
し
て
い
る
。

な
お
、
当
事
者
の
真
意
が
定
か
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
取
引
の
諸
状
況
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
「
信
義
誠
実
」
や
「
取
引
慣
行
」

な
ど
の
規
範
に
基
づ
い
て
補
充
的
解
釈
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
契
約
内
容
の
変
更
が
公
正
で
あ
る
か
否
か
は
「
信
義
誠
実
」
に
基
づ

い
て
判
断
さ
れ
、
不
公
正
な
圧
力
の
下
で
行
わ
れ
た
契
約
内
容
の
変
更
は
無
効
と
さ
れ
る
。
U
C
C
の
下
で
は
、
特
定
の
規
範
に
拠

り
つ
つ
補
充
的
解
釈
を
行
っ
た
結
果
、
確
定
さ
れ
る
意
思
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4
）
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
特
徴

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
主
た
る
特
徴
は
以
下
の
点
に
あ
っ
た
。
第
一
に
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
を
中
心
と
す

る
契
約
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
い
る
点
で
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
の
連
続
性
が
み
ら
れ
る
。
第
二
に
、
判
例
法
に
お
け
る

「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
の
発
展
を
重
視
し
て
、
当
事
者
の
信
頼
保
護
が
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
U
C
C
第
一
編
お
よ
び

第
二
編
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
一
九
八
一
年
の
時
点
で
、
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ

カ
契
約
法
の
そ
れ
ま
で
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
来
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
と
約
束
的
禁
反
言

の
法
理
と
は
理
論
的
に
調
和
す
る
も
の
で
は
な
い
。
U
C
C
に
至
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
法
理
も
排
除
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
趣
旨
や
目
的
を
異
に
す
る
諸
要
素
が
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
適
用
を
想
定
し
て
い
な
い
U
C
C
第
二
偏
の
申
込

撤
回
ル
ー
ル
、
詐
欺
防
止
法
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
採
用
す
る
一
方
で
、
こ
れ
と
は
別
個
に
、
そ
れ
ら
の
ル
ー
ル
に
約
束
的
禁
反
言
の
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通
用
を
認
め
る
規
定
を
お
く
と
い
う
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
U
C
C
第
二
編
と
の

調
和
が
図
ら
れ
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
多
く
の
重
要
な
部
分
に
お
い
て
U
C
C
第
二
編
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
に
基
づ
く
厳
格
か
つ
画

一
的
な
契
約
ル
ー
ル
の
多
く
が
相
当
の
範
囲
で
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
同
法
理
の
役
割
は
相
対
的
に
低
下
し
て
お
り
、
そ
こ
に
U
C
C

第
二
編
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
一
方
的
契
約
と
双
方
的
契
約
」
と
の
区
別
を
な
く
し
、
承
諾
の
方
法
を
問
わ

な
い
と
す
る
ル
ー
ル
や
、
「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
が
あ
れ
ば
、
申
込
の
強
制
を
認
め
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
、
U
C
C
第
二
編
の
ル
ー

ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
契
約
法
理
論
の
要
に
あ
っ
た
「
約
因
の
交
換
的

取
引
理
論
」
を
一
応
は
継
受
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
約
因
要
件
の
形
骸
化
」
が
進
行
し
て
い
る
。

U
C
C
第
二
編
の
契
約
法
理
が
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
及
ぼ
し
た
よ
り
大
き
な
影
響
は
「
法
理
か
ら
解
釈
へ
」
、
「
ル
ー
ル

か
ら
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
」
と
い
う
思
考
様
式
の
変
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ル
ー
ル
」
と
は
、
「
要
件
た
る
事
実
が
認
定
さ
れ
れ

ば
機
械
的
に
適
用
で
き
る
規
範
」
で
あ
り
、
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
は
、
信
義
誠
実
や
非
阜
心
性
の
よ
う
に
「
法
律
の
目
的
を
直
接

表
現
し
た
規
範
」
で
あ
る
。
U
C
C
の
契
約
法
理
の
特
色
の
一
つ
は
、
現
実
の
商
取
引
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
規
範
に
基
づ
い
て
個
別

の
契
約
紛
争
の
解
決
を
促
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
の
意
思
を
確
定
す
る
上
で
は
「
履
行
の
経
過
」
、
「
取
引
の
経

過
」
ま
た
は
「
取
引
慣
行
」
と
い
っ
た
規
範
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
未
決
定
の
条
項
を
補
充
す
る
上
で
は
「
誠
実
性
」
と
い
っ
た
規

範
が
用
い
ら
れ
る
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
合
意
の
効
果
、
範
囲
お
よ
び
そ
の
意
味
を
決
定
す
る
方
途
と
し
て
「
知
り

う
べ
き
テ
ス
ト
」
が
用
意
さ
れ
、
ま
た
、
当
事
者
の
意
思
が
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
未
決
定
条
項
を
補
充
す
る
規
定

が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
U
C
C
が
明
文
化
し
た
「
信
義
誠
実
」
、
「
非
良
心
性
」
ま
た
は
「
取
引
慣
行
」
と
い
っ
た
諸
規
範
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論　　説

も
、
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
U
C
C
第
二
編
の
問
題
点
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
U
C
C
の
起
草
者
ら
は
、
問
題
解

決
の
材
料
と
な
る
「
規
範
」
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
規
範
を
い
か
に
判
断
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
何
ら
語
ら
ず
、
裁
判
所
の
裁
量
に

委
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
実
の
契
約
紛
争
を
理
解
し
秩
序
づ
け
る
U
C
C
の
方
法
論
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
、
信
義
誠
実
や
非
阜
心
性
の
範
囲
や
内
容
を
め
ぐ
る
絶
え
間
な
い
論
争
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
U
C
C
の
場
合
以
上
に
「
規
範
」
の
取
り
扱
い
方
が
複
雑
か
つ
困
難
な
も
の
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
U
C
C
第
二
編
は
、
物
品
売
買
契
約
の
み
を
規
律
す
る
た
め
、
そ
の
規
範
は
あ
く
ま
で
も
「
市
場
」
と
「
商
人
間
の
取

引
実
務
」
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
法
の
一
般
原
則
を
再
述
し
た
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
下
で
は
、

物
品
売
買
契
約
以
外
の
契
約
も
規
律
対
象
と
な
る
た
め
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
規
範
も
多
種
多
様
な
も
の
と
な
り
う
る
。

（
5
）
　
今
後
の
動
向
と
予
測

将
来
公
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
第
三
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
R
e
s
蛋
e
ヨ
e
n
t
∃
一
i
r
d
）
O
f
C
O
n
雷
c
t
s
）
の
向
か
う
べ
き
方

向
を
予
測
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
だ
が
、
「
ル
ー
ル
か
ら
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
」
と
い
う
思
考
様
式
が
、
今
後
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
。
契
約
当
事
者
の
真
意
を
問
わ
ず
、
厳
格
か
つ
画
一
的
な
契
約
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
一
律
に
「
契
約
の
成
否
」
を
判

断
す
る
と
い
う
方
向
に
後
戻
り
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
も
っ
と
も
、
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
い
う
思
考
様
式
に
は
、
包
括
的
か
つ

形
式
的
な
ル
ー
ル
を
矯
正
す
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
一
方
で
、
裁
判
所
と
契
約
当
事
者
の
両
方
に
不
確
実
性
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う

短
所
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
枠
組
み
を
設
定
し
、
具
体
的
な
義
務
内
容
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
完
全
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
〓
疋
の
対
処
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
学
説
の
役
割
が
欠
か
せ
な
い
。
す
で
に
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
公
表
後
、
幾
つ
か
の
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重
要
な
文
献
が
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
契
約
成
立
前
の
予
備
的
合
意
を
め
ぐ
る
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
公
表
の
フ

ア
ン
ズ
ワ
ー
ス
論
文
が
、
契
約
交
渉
プ
ロ
セ
ス
を
三
段
階
に
区
分
し
、
各
段
階
に
お
け
る
「
予
備
的
合
意
」
の
特
徴
、
各
段
階
に
お

け
る
信
義
誠
実
義
務
の
適
用
の
あ
り
方
、
ま
た
、
同
義
務
の
具
体
的
な
内
容
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
約
因
法
理
」
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
多
く
は
、
約
束
に
拘
束
力
を
付
与
す
る
と
い
う
本
来
の
機
能
に
戻
る
べ
き
で
あ
り
、

契
約
内
容
の
変
更
に
関
す
る
約
束
が
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
な
ど
、
本
来
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
機
能
は
排
除
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
ゴ
ー
ド
レ
イ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
が
契
約
内
容
の
公
平
性
を
規
律
す
る
た
め
に
約
因
法
理

を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
て
き
た
か
を
学
び
、
そ
れ
を
非
良
心
性
の
法
理
や
信
義
誠
実
義
務
と
い
っ
た
よ
り
適
切
な
規
範
の
下
で
再
構

成
す
る
こ
と
が
、
問
題
解
決
の
糸
口
と
な
ろ
う
。

「
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
」
は
、
た
ん
に
無
償
約
束
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
広
く
有
償
約
束
の
信
頼
保
護
を
日
的
と
し
、
ま
た
、

不
法
行
為
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
な
「
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
」
に
対
す
る
責
任
の
根
拠
に
も
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の

法
的
性
質
や
効
果
を
め
ぐ
る
学
説
の
論
争
が
絶
え
ず
、
さ
ら
に
は
、
同
法
理
の
発
展
を
踏
ま
え
て
、
伝
統
的
な
契
約
法
理
論
の
再
構

成
を
唱
え
る
学
説
も
現
れ
た
。
し
か
し
、
様
々
な
目
的
を
も
つ
に
至
っ
た
約
束
的
禁
反
言
を
一
元
的
な
法
理
と
し
て
理
解
す
る
必
要

は
な
い
。
最
近
で
は
、
約
束
的
禁
反
言
の
役
割
を
相
対
的
に
判
断
す
べ
き
だ
と
の
慎
重
論
も
出
さ
れ
て
お
り
、
同
法
理
が
適
用
さ
れ

得
る
個
別
具
体
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
そ
の
責
任
と
効
果
が
模
索
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
。
そ
の
際
、
約
束
的
禁
反
言
の
問
題
点
を
明
示

し
て
い
る
U
C
C
第
二
編
の
起
草
者
意
思
二
且
法
趣
旨
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
三
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
以
上
の
学
説
の
貢
献
、
そ
し
て
、
今
後
の
学
説
の
貢
献
を
踏
ま
え
て
起
草
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
の
起
草
作
業
は
、
U
C
C
の
契
約
法
理
の
基
本
路
線
を
継
受
し
た
上
で
、
そ
の
問
題
点
を
克
服
す
る
方
向
で
進
め
ら

れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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説

第
二
節
　
現
代
契
約
法
理
論
の
行
方

最
後
に
、
U
C
C
の
契
約
法
理
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
が
、
日
本
法
の
議
論
に
ど
の
よ
う
な
点
で
参
考
に
な
る
か
を
提
示
し

論
　
て
、
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

ァ
メ
リ
カ
の
法
学
者
グ
ラ
ン
ト
・
ギ
ル
モ
ア
は
、
一
九
七
四
年
に
公
表
し
た
貢
約
法
の
死
』
と
題
す
る
著
書
に
お
い
て
、
「
古

（57）

典
的
契
約
法
は
衰
退
し
た
の
か
否
か
」
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
ギ
ル
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
約
因
の
交
換
的
取
引
理
論
を
中
心
と

す
る
「
古
典
的
契
約
法
」
は
、
そ
の
後
の
信
頼
責
任
（
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
）
、
利
得
責
任
の
発
展
に
伴
っ
て
、
も
は
や
有
効
に

機
能
し
得
な
い
。
こ
の
著
書
が
、
英
米
の
法
学
界
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
学
界
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
特
に
、
内
田
貴
教
授
が
一
九
九
〇
年
に
公
表
し
た
『
契
約
の
再
生
』
は
、
ギ
ル
モ
ア
の
い
う
「
契
約
法
の
死
」
の
問

題
提
起
を
踏
ま
え
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
学
の
動
向
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
教
授
は
、

「
わ
が
国
の
契
約
法
学
も
、
そ
れ
が
古
典
的
な
意
思
主
義
と
単
発
的
契
約
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
た
限
り
に
お
い
て
、
『
契
約
の

（瑠）

死
』
の
ビ
ー
ル
ス
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
し
て
、
契
約
当
事
者
間
に
存
在
す
る
関
係
性
を
契
約
の
基
礎
に
お
く
「
関
係

（59）

的
契
約
」
と
い
う
新
た
な
契
約
モ
デ
ル
の
構
築
を
試
み
る
。

木
下
毅
教
授
も
ま
た
、
「
わ
が
国
を
含
め
た
大
陸
法
系
に
お
い
て
も
、
意
思
理
論
的
構
成
な
い
し
操
作
を
限
定
し
、
あ
る
い
は
否

記
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
年
々
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
か
る
傾
向
は
、
約
束
な
い
し
契
約
の
法
的
拘
束
力
の
源
泉
な
い
し
根
拠
を

当
事
者
の
意
思
（
の
合
致
）
に
求
め
る
…
大
陸
法
的
意
思
理
論
そ
の
も
の
が
、
…
現
代
法
の
も
と
で
は
、
も
は
や
適
合
し
え
な
く
な

（㊥）

っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
」
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
、
同
教
授
は
、
意
思
理
論
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
「
コ
モ
ン
・

（61）

ロ
ー
の
関
係
主
義
的
発
想
」
　
の
重
要
性
を
説
く
。

以
上
の
諸
見
解
に
対
し
て
、
本
稿
が
試
み
た
の
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
に
お
い
て
も
意
思
理
論
に
基
づ
く
契
約
法
の
解
決
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が
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
U
C
C
の
契
約
法
理
が
そ
の
よ
う
な
解
決
方
法
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ

ル
モ
ア
が
一
九
七
四
年
に
問
題
提
起
を
行
う
は
る
か
以
前
の
一
九
三
〇
年
代
に
、
カ
ー
ル
・
ル
ゥ
エ
リ
ン
は
、
約
因
の
交
換
的
取
引

理
論
と
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
法
理
も
用
い
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
の
合
意
を
基
礎
と

し
た
契
約
法
理
を
U
C
C
第
二
編
に
構
築
し
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
U
C
C
第
二
編
は
、
現
在
で
も
、
物
品
売
買
契
約
と

い
う
限
ら
れ
た
領
域
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
「
信
頼
」
や
「
関
係
性
」
と
い
っ
た
正
当
化
根
拠
を
持
ち
込
む
こ
と
な
し
に
、
当
事

（62）

者
の
「
意
思
」
を
重
視
す
る
契
約
ル
ー
ル
を
設
け
て
い
る
。
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
木
下
・
内
田
両
教
授
が
問
題
視
す
る
「
古

典
的
な
意
思
主
義
」
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
U
C
C
の
契
約
法
理
の
主
た
る
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
、
当
事
者
間
に
合
意
が
存
在

し
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
「
署
名
さ
れ
た
書
面
」
の
要
件
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
当
事
者
の
真
意
が
定
か
で
な
い
場

合
に
は
、
「
信
義
誠
実
」
や
「
取
引
慣
行
」
な
ど
の
諸
規
範
に
基
づ
い
て
補
充
的
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
U
C
C

の
下
で
は
、
「
意
思
以
外
の
要
素
に
よ
る
意
思
の
補
強
を
、
意
思
の
優
越
性
を
前
提
と
し
つ
つ
実
現
す
る
試
み
」
が
な
さ
れ
て
い
る

（63）

の
で
あ
る
。

（朗）

現
代
契
約
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
立
場
か
ら
の
立
論
が
可
能
で
あ
る
が
、
「
今
日
新
た
に
生
じ
て
い
る
法
律
的
な
諸
問
題

に
つ
い
て
既
存
の
法
シ
ス
テ
ム
が
ど
こ
ま
で
有
用
で
あ
る
か
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
」
と
い
う
姿
勢
で
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

（65）

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
比
較
法
的
な
見
地
か
ら
ア
メ
リ
カ
契
約
法
理
論
の
動
向
を
把
揺
す
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
　
今
後
の
課
題

本
稿
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
に
お
い
て
も
意
思
理
論
に
基
づ
く
契
約
法
の
解
決
が
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
問
題

意
識
の
下
、
U
C
C
の
契
約
法
理
の
考
察
を
行
い
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
的
な
意
義
と
影
響
力
を
判
断
す
る
た
め
に
、
U
C
C
成
立
の
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説
前
後
に
出
さ
れ
た
二
つ
の
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
最
終
的
な
目

的
は
、
「
意
思
」
に
か
か
わ
る
諸
問
題
が
ど
う
理
解
さ
れ
、
規
律
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
「
法
的
思
考
」
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る

論
　
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
や
U
C
C
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
判
例
法
の
動
向
や
、
裁
判
所
が
個
々
の
契
約
ル

ー
ル
を
適
用
す
る
場
合
の
判
断
基
準
を
抽
出
す
る
作
業
は
手
つ
か
ず
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
U
C
C
を
め
ぐ
る
以
下
の

動
向
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
個
別
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
a
）
　
情
報
取
引
社
会
に
お
け
る
契
約
法
理
論

近
時
の
注
目
す
べ
き
動
向
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
進
め
ら
れ
て
き
た
U
C
C
改
訂
作
業
の
動
き
が
あ
る
。
電
子
商

取
引
な
ど
の
現
代
型
取
引
の
規
律
を
目
的
と
し
た
U
C
C
第
二
編
〔
売
買
〕
の
改
訂
作
業
は
二
〇
〇
三
年
五
月
に
完
了
し
た
。
ま
た
、

情
報
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
契
約
（
シ
ュ
リ
ン
ク
エ
フ
ッ
プ
契
約
）
を
規
律
す
る
た
め
の
U
C
C
第
二
B
編
「
ラ
イ
セ

ン
ス
」
の
起
草
が
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
構
想
は
挫
折
し
、
一
九
九
九
年
七
月
、
U
C
I
T
A
（
U
n
i
狩
弓
m
C
O
m
p
u
t
e
r

H
n
訂
m
a
許
n
ゴ
a
n
s
a
c
雷
n
s
A
c
t
）
　
〔
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
取
引
法
〕
と
い
う
単
独
の
統
一
法
と
し
て
成
立
し
た
。

本
稿
で
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
、
U
C
C
第
二
編
、
お
よ
び
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
歴
史
的
、
時
系
列
的
に

考
察
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
た
め
、
改
正
U
C
C
第
二
編
や
U
C
I
T
A
の
動
向
は
あ
え
て
検
討
の
対
象
外
と
し
た
。
し
か
し
、

今
後
、
電
子
商
取
引
や
情
報
取
引
の
領
域
に
お
い
て
、
U
C
C
が
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
と
す
る
「
合
意
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
電
子
デ
ー
タ
の
交
換
に
よ
る
物
品
売
買
取
引
を
も
規
律
す
る
改

正
第
二
編
に
お
い
て
、
「
申
込
・
承
諾
の
方
法
」
や
詐
欺
防
止
法
の
「
書
面
性
の
要
件
」
、
ま
た
、
当
事
者
の
意
思
や
合
意
の
確
定
方

法
な
ど
に
い
か
な
る
工
夫
と
変
更
が
な
さ
れ
た
か
、
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
b
）
　
現
代
契
約
法
理
論
と
消
費
者
保
護
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現
代
契
約
法
理
論
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
に
あ
た
っ
て
、
消
費
者
保
護
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
も
重
要
な
課
題
で

あ
る
。
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
に
成
立
し
た
U
C
C
は
、
一
九
〇
六
年
統
〓
冗
買
法
の
改
訂
作
業
か
ら
生
じ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
一
九
〇
六
年
統
一
売
買
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
九
三
年
動
産
売
買
法
を
模
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
英

米
の
動
産
売
買
法
は
、
あ
く
ま
で
「
売
買
」
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
消
費
者
保
護
」
に
焦
点
を
置
く
も
の
で
は
な

い
。し

か
し
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
消
費
者
保
護
の
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
「
一
九
七
九
年
動
産
売
買
法
」
が
存
在
す
る
。
U
C
C

第
二
編
に
お
い
て
も
、
従
来
か
ら
、
第
二
－
三
〇
二
条
〔
非
良
心
的
不
当
条
項
に
関
す
る
規
定
〕
に
基
づ
き
、
不
公
正
な
契
約
条
項

の
規
制
を
行
い
、
〓
疋
の
範
囲
で
消
費
者
保
護
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
U
C
C
第
二
編
改
正
作
業
の
過
程

で
は
、
よ
り
直
接
的
に
「
消
費
者
契
約
」
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
存
在
し
た
（
最
終
的
に
は
、
起
草
委
員
間
の
根
本
的
な
見

解
の
相
違
に
よ
り
、
消
費
者
契
約
に
関
す
る
明
文
規
定
は
起
草
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

動
産
売
買
法
と
の
比
較
検
討
も
交
え
な
が
ら
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
U
C
C
第
二
編
に
お
い
て
、
消
費
者
の
保
護
と
約
款
規

制
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
ろ
う
。

（
C
）
　
U
C
C
が
契
約
法
の
国
際
的
な
統
一
に
与
え
た
影
響

近
年
、
契
約
法
の
国
際
的
な
統
一
化
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
、
す
で
に
、
一
九
八
〇
年
に
成
立
し
た
国
連
統
一

売
買
法
（
C
H
S
G
“
U
n
i
t
e
d
N
a
許
n
s
C
O
n
く
e
n
昏
n
O
n
C
O
n
雷
c
t
s
訂
r
F
e
I
n
t
e
m
a
許
n
已
S
a
】
e
O
f
G
e
e
d
s
）
　
や
、
一
九
九
四
年
に
公

表
さ
れ
た
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
（
P
－
c
c
‥
P
ユ
n
c
i
p
－
e
s
O
f
H
n
t
e
m
a
許
n
a
－
C
O
m
m
e
r
C
i
a
】
C
O
n
百
a
c
t
s
）
　
に
現
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
の
U
C
C
の
影
響
力
は
無
視
で
き
な
い
。
逆
に
、
C
I
S
G
や
P
I
C
C
が
ア
メ
リ
カ
契
約
法
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
一
九
八
六
年
に
C
I
S
G
を
批
准
し
た
こ
と
で
、
国
際
売
買
契
約
と
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（

餌

）

国
内
売
買
契
約
に
お
け
る
規
律
の
相
違
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
が
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
な
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
U
C
C
改
訂

作
業
に
お
い
て
も
C
I
S
G
や
P
I
C
C
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
U
C
C
と
C
：
S
G
、
U
C
C
と
P

論
　
I
C
C
と
の
相
互
関
係
を
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
契
約
法
を
理
解
す
る
上
で
、
U
C
C
の
研
究
は
今
日
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

検
討
す
べ
き
課
題
も
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
本
稿
を
出
発
点
と
し
て
、
今
後
も
U
C
C
を
中
心
と
し

た
研
究
に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

（
1
）
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
〔
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
合
理
的
に
誘
引
す
る
約
束
〕
。

（
2
）
　
ブ
ラ
ウ
カ
ー
（
B
r
a
u
c
h
e
r
）
教
授
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
第
九
〇
条
に
「
第
三
者
の
側
」

と
い
う
文
言
を
挿
入
す
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
最
後
に
、
追
加
さ
れ
る
唯
一
の
変
更
は
、
約
束
に
よ
る
信
頼
と
同
様

に
、
受
益
者
に
よ
る
信
頼
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
で
す
。
私
が
思
う
に
、
こ
れ
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
第
三
者
た
る

受
益
者
に
お
け
る
章
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
全
く
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
思
う
に
、
そ
の
第
三
者
た
る
受
益
者
の

問
題
が
考
慮
さ
れ
る
以
前
に
こ
れ
が
定
め
ら
れ
た
た
め
で
し
ょ
う
。
」
。
全
㌣
P
L
…
I
．
P
R
O
C
E
E
D
H
N
G
S
N
笥
（
旨
n
邑
M
e
e
t
i
n
g
－
宗
学

（
3
）
　
②
の
変
更
は
③
の
追
加
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
カ
ー
教
授
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
過
程
に
お
い

て
、
「
明
確
性
」
お
よ
び
「
実
質
性
」
を
削
除
す
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
九
〇
条
に
お
け
る
主
た
る
変
更
は
、
部
分
的

な
強
制
の
可
能
性
を
認
め
た
第
二
文
を
追
加
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
…
。
さ
て
、
い
っ
た
ん
そ
の
変
更
が
な
さ
れ
る
と
、
次
に
、
明
確

か
つ
実
質
的
な
性
質
を
有
す
る
信
頼
と
い
う
要
件
が
、
疑
わ
し
く
な
り
ま
す
。
何
と
の
関
係
で
明
確
か
つ
実
質
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、
そ
の
答
え
は
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
思
う
に
、
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
救
済
と
の
関
係
に
お
い
て
明
確
か
つ

実
質
的
な
の
で
あ
り
、
次
に
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
諸
事
例
を
見
始
め
る
と
、
幾
つ
か
の
諸
事
例
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
些
細

な
信
頼
は
い
か
な
る
重
大
な
意
義
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
部
分
的
な
信
頼
が
部
分
的
な
救
済
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
う
る

な
ら
ば
、
結
果
的
に
、
そ
れ
は
十
分
に
明
確
か
つ
実
質
的
な
も
の
で
す
。
」
。
H
d
．
a
t
N
宗
．
つ
ま
り
、
「
明
確
性
」
と
「
実
質
性
」
の
要
件

40巻2号（2006…1）（124）



契約の拘束力の基礎としての「意思」の歴史的解釈とその現代における再評価（4・完）

は
新
た
に
設
け
ら
れ
た
損
害
賠
償
制
限
規
定
に
吸
収
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
4
）
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
〔
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
合
理
的
に
誘
引
す
る
約
束
〕
第
二
項
「
慈
善
的
寄
付
約
束

（
c
h
a
ユ
F
b
－
e
s
u
b
s
c
す
き
n
）
ま
た
は
婚
姻
承
継
的
不
動
産
処
分
（
m
a
鼠
a
g
e
s
e
E
e
m
e
n
t
）
は
、
そ
の
約
束
が
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
誘

引
し
た
と
の
証
拠
が
な
く
と
も
、
第
一
項
に
基
づ
き
拘
束
力
を
有
す
る
。
」
。

（
5
）
　
本
稿
の
第
二
章
第
五
節
第
三
項
（
1
）
　
の
二
b
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
H
O
誅
ヨ
P
ロ
く
．
謬
d
O
且
S
t
O
r
e
S
L
u
u
N
．
W
…
N
d
N
笥
－
N
↓
ナ
∽
（
－
宗
甲

（
7
）
　
設
例
8
は
G
O
O
d
m
P
コ
く
．
D
i
c
k
e
r
L
雷
F
．
N
d
の
監
8
．
C
．
C
i
r
…
妄
念
）
、
設
例
9
は
C
h
q
s
す
C
O
扇
く
．
Q
u
i
m
b
y
－
－
監
A
N
d
－
N
‥
〓
D
e
－
．

－
箆
包
、
設
例
1
0
は
H
O
旨
－
P
ロ
く
．
R
e
d
O
w
－
S
t
O
r
e
S
I
G
U
N
．
W
…
N
d
N
笥
（
－
繁
盛
を
基
礎
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の

第
二
章
第
五
節
第
三
項
（
1
）
、
拙
稿
「
米
国
に
お
け
る
契
約
交
渉
論
の
現
状
」
横
浜
国
際
社
会
科
学
研
究
第
六
巻
四
号
二
五
頁
以
下

（
二
〇
〇
二
）
　
の
　
【
7
】
　
～
　
【
9
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
な
お
、
同
条
の
コ
メ
ン
ト
d
「
部
分
的
強
制
」
は
、
第
九
〇
条
に
基
づ
く
多
様
な
救
済
方
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
本
条
の
下
で
拘
束
さ
れ
る
約
束
は
契
約
で
あ
り
、
通
常
の
救
済
に
よ
る
完
全
な
強
制
が
し
ば
し
ば
適
切
な
も
の
と
な
る
。
」
が
、
「
救
済

は
、
と
き
に
、
そ
の
約
束
の
条
項
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
被
約
束
者
の
信
頼
の
程
度
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
原
状
回
復
、
損
害
賠
償
、
ま
た

は
特
定
の
救
済
に
制
限
さ
れ
る
。
」
。

（
9
）
　
本
稿
の
第
二
章
第
五
節
第
二
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
本
稿
の
第
三
章
第
五
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
1
）
　
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
八
七
条
〔
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
〕
　
二
項
「
申
込
者
が
、
承
諾
の
前
に
、
被
申
込
者
の
側
に
実
質
的

な
性
質
を
有
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
誘
引
す
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
作
為
ま
た
は
不
作
為

を
実
際
に
誘
引
し
た
申
込
は
、
不
正
義
を
回
避
さ
せ
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
。
」
。

（
1
2
）
　
本
稿
の
第
二
章
第
五
節
第
三
項
（
2
）
　
の
　
（
C
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
こ
の
間
題
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
只
ロ
a
p
p
も
註
三
叉
芝
訂
智
註
草
野
旨
雷
逗
誓
逆
し
ぎ
竜
ぎ
註
冨
亀
し
ぎ
蓋
訂
．
Q
q
日
量
凰
巴

C
O
L
U
M
…
L
．
カ
E
く
…
軍
　
票
－
謡
－
）
．
同
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
望
月
礼
二
郎
・
ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
八
三
］
　
三
一
〇
頁
。

（
1
4
）
　
本
稿
の
第
三
車
第
五
節
第
四
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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本
章
第
四
節
第
一
項
（
3
）
　
の
　
（
a
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
稿
の
第
三
章
第
五
節
第
四
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二
〇
条
〔
本
章
の
適
用
さ
れ
る
契
約
の
種
類
〕
「
（
1
）
次
に
掲
げ
る
種
類
の
契
約
に
は
、
一

般
に
詐
欺
防
止
法
と
称
さ
れ
る
、
強
制
を
禁
止
す
る
制
定
法
が
適
用
さ
れ
る
。
但
し
、
覚
書
が
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
例
外
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
（
a
）
死
亡
者
の
義
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
旨
の
遺
言
執
行
者
ま
た
は
遺
産
管
理
人
の
契
約
、

（
b
）
他
人
の
義
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
旨
の
契
約
（
保
証
条
項
）
、
（
C
）
婚
姻
を
約
因
と
し
て
な
さ
れ
る
契
約
（
婚
姻
条
項
）
、
（
d
）

土
地
に
関
す
る
権
利
の
売
買
契
約
（
土
地
契
約
条
項
）
、
（
e
）
契
約
締
結
時
か
ら
一
年
以
内
に
履
行
が
完
了
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
契
約
二
年
条
項
）
。
（
2
）
次
に
掲
げ
る
種
類
の
契
約
は
、
伝
統
的
に
詐
欺
防
止
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
統
一
商
事
法

典
の
詐
欺
防
止
法
規
定
の
通
用
を
受
け
る
。
（
a
）
代
金
が
五
〇
〇
ド
ル
以
上
の
物
品
の
売
買
契
約
（
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
）
、
（
b
）

証
券
の
売
買
契
約
（
U
C
C
第
八
－
三
一
九
条
）
、
（
C
）
他
に
別
段
の
定
め
の
な
い
動
産
の
売
買
契
約
で
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
る
価

額
に
つ
い
て
訴
え
に
よ
り
請
求
し
、
ま
た
は
抗
弁
に
お
い
て
主
張
す
る
場
合
（
U
C
C
第
一
－
二
〇
六
条
）
。
」
。

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条
〔
信
頼
に
基
づ
く
行
為
を
理
由
と
す
る
強
制
〕
。

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条
、
コ
メ
ン
ト
a
「
他
の
ル
ー
ル
と
の
関
係
」
。

只
n
a
p
p
I
S
u
p
B
n
O
t
e
－
U
．
a
t
雷
．

H
d
…
a
t
の
P

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
一
三
九
条
〔
信
頼
に
基
づ
く
行
為
を
理
由
と
す
る
強
制
〕
「
（
2
）
約
束
の
強
制
に
よ
っ
て
の
み

不
公
正
が
避
け
ら
れ
る
の
か
否
か
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
事
情
が
重
要
で
あ
る
。
（
a
）
他
の
救
済
方
法
、
と
り
わ
け
解
除
お
よ

び
原
状
回
復
の
利
用
可
能
性
な
ら
び
に
そ
の
適
切
性
、
（
b
）
求
め
ら
れ
て
い
る
救
済
と
関
連
し
た
当
該
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
明
確
か

つ
実
質
的
な
性
質
、
（
C
）
契
約
の
締
結
お
よ
び
契
約
条
項
に
つ
い
て
の
証
拠
が
当
該
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
程
度
、

ま
た
は
、
契
約
の
締
結
お
よ
び
契
約
条
項
が
明
白
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
っ
て
他
の
方
法
で
証
明
さ
れ
る
程
度
、
（
d
）
当
該
行

為
ま
た
は
不
作
為
の
相
当
性
、
（
e
）
当
該
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
約
束
者
に
よ
っ
て
予
見
可
能
で
あ
っ
た
程
度
。
」
。

こ
の
間
題
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
只
n
a
p
p
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
－
∽
一
a
t
3
．

本
稿
の
第
三
車
第
五
節
第
六
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

62
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（
2
5
）
　
な
お
、
本
文
で
指
摘
し
た
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
U
C
C
の
詐
欺
防
止
規
定
と
の
矛
盾
は
、
そ
の
後
の
U
C
C
改
正
（
二
〇
〇

三
年
の
第
二
編
改
正
、
一
九
九
四
年
の
第
八
編
改
正
）
に
よ
り
、
現
在
で
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
注
2
6
お
よ
び
注
2
8
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
”
空
　
本
稿
の
第
三
章
第
五
節
第
六
項
の
（
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
二
〇
〇
三
年
に
改
正
さ
れ
た
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
で
は
、

詐
欺
防
止
法
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
約
束
的
禁
反
言
を
適
用
さ
せ
る
余
地
が
認
め
ら
れ
た
。
同
条
の
コ
メ
ン
ト
2
に
よ
れ
ば
、
「
第
一
項

の
旧
版
は
『
本
条
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
文
言
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
文
言
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

第
三
項
に
お
け
る
三
つ
の
制
定
法
上
の
例
外
に
関
す
る
規
定
が
、
第
一
項
の
下
で
、
詐
欺
防
止
法
上
の
抗
弁
と
し
て
禁
反
言
を
提
起
す
る

可
能
性
を
制
限
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
定
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
変
更
で
あ
る
。
」
。
U
c
c
睾
N
0
－

c
m
t
．
N
（
N
e
e
学

詐
欺
防
止
法
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
変
更
が
な
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
①
動
産
売
買
取
引
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
多
く
が
U
C
C

第
二
－
二
〇
一
条
の
立
法
趣
旨
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
約
束
的
禁
反
言
を
適
用
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
判
例
法
の
動
向
を
踏

ま
え
て
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
元
条
が
、
詐
欺
防
止
法
に
関
係
な
く
、
約
束
的
禁
反
言
に
基
づ
き
約
束
を
強
制
し

う
る
旨
の
規
定
を
置
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
改
正
U
C
C
第
二
編
の
起
草
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
を
も
は
や
無
視
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2827

U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
の
立
法
趣
旨
（
ル
ゥ
エ
リ
ン
の
起
草
者
意
思
）
と
そ
の
後
の
判
例
法
の
動
向
と
の
希
離
を
指
摘
す
る
も
の
と

し
て
、
G
i
b
s
O
n
．
h
ざ
選
5
．
も
q
醇
音
程
阜
ゝ
註
C
訂
b
亀
罫
へ
只
c
c
、
白
邑
罫
こ
ざ
註
宮
ミ
ラ
ヨ
導
き
亀
白
星
言
草
も
H
○
毒
A
L
．
刃
E
く
．

更
の
．
＄
？
宗
（
－
霊
加
）
が
あ
る
。

さ
e
－
y
く
．
S
t
．
G
e
－
↓
ロ
a
i
n
．
笥
O
P
．
N
d
↓
詮
（
C
0
－
0
．
－
宗
学

U
C
C
第
八
－
三
一
九
条
〔
詐
欺
防
止
法
〕
「
証
券
の
売
買
に
関
す
る
契
約
は
、
以
下
の
場
合
を
除
い
て
、
訴
訟
ま
た
は
抗
弁
の
手
段

に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
a
）
定
め
ら
れ
た
価
格
で
記
載
さ
れ
た
証
券
の
定
め
ら
れ
た
数
量
の
売
買
を
目
的
と
し
て
、

契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
十
分
に
示
す
も
の
と
し
て
、
強
制
を
求
め
る
当
事
者
に
よ
り
、
ま
た
は
、
同
人
の
代
理
人
も
し
く
は
仲
立
人

に
よ
り
署
名
さ
れ
た
特
定
の
書
面
が
存
在
す
る
場
合
。
」
。
U
C
C
晋
・
宰
ヱ
ー
笥
学

な
お
、
一
九
九
四
年
の
U
C
C
第
八
編
改
正
に
伴
い
、
詐
欺
防
止
法
の
特
別
規
定
を
定
め
た
同
条
は
削
除
さ
れ
、
証
券
売
買
の
契
約
に
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は
詐
欺
防
止
法
が
適
用
さ
れ
な
い
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た
。
U
C
C
第
八
－
〓
三
条
〔
詐
欺
防
止
法
の
不
適
用
〕
「
証
券
の
売
買
も
し

く
は
購
入
の
契
約
ま
た
は
契
約
の
変
更
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
変
更
が
そ
の
作
成
時
か
ら
一
年
以
内
に
履
行
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

強
制
が
求
め
ら
れ
た
者
の
相
手
方
当
事
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
書
面
ま
た
は
公
証
記
録
が
存
在
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
強
制
さ

れ
る
。
」
。
U
C
C
等
・
－
－
U
（
－
窃
亭
同
条
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
意
思
疎
通
に
関
す
る
電
子
的
手
段
の
爆
発
的
な
増
加
に
伴
い
、
詐
欺

防
止
法
は
証
券
実
務
の
現
実
に
は
適
さ
な
く
な
っ
た
。
証
券
取
引
に
と
っ
て
は
、
詐
欺
防
止
法
が
詐
欺
的
な
請
求
を
取
り
除
く
上
で
果
す

利
益
よ
り
も
、
証
券
実
務
に
お
け
る
現
代
的
な
商
取
引
の
発
展
に
と
っ
て
同
法
が
も
た
ら
す
障
害
の
方
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
」
。
U
C
C

等
ム
ー
∽
c
m
t
（
－
握
手

（
2
9
）
　
詳
e
甘
く
…
S
t
．
G
e
m
巴
n
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
N
可
．
a
t
苫
甲
声

（
3
0
）
　
内
田
貴
「
契
約
の
再
生
し
（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
）
は
、
ギ
ル
モ
ア
の
い
う
「
契
約
法
の
死
」
（
す
な
わ
ち
、
古
典
的
契
約
理
論
の
再
構

成
）
　
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
学
の
動
向
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
第

一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
内
田
教
授
自
身
は
、
そ
の
後
、
「
関
係
的
契
約
理
論
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
わ
が
国
の
契
約
法
上
の
諸
問
題
を

様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
内
田
説
に
対
す
る
批
判
的
な
評
釈
と
し
て
、
川
角
由
和
「
現
代
民
法
学
に
お
け
る
《
関
係
的
契

約
理
論
〉
の
存
在
意
義
－
内
田
貴
教
授
の
所
説
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
批
判
的
評
釈
－
（
1
）
　
（
2
）
　
（
3
）
　
（
4
・
完
）
」
島
根
大
学
法
文
学

部
学
科
紀
要
三
七
巻
四
号
、
三
八
巻
一
号
、
三
八
巻
三
号
、
三
九
巻
二
号
。

（
3
1
）
　
G
．
G
－
L
M
O
己
二
ヨ
E
D
E
鞋
ヨ
O
F
C
O
N
↓
声
P
O
ノ
睾
害
（
－
寄
手
同
書
の
翻
訳
と
し
て
、
森
達
＝
二
面
一
博
＝
今
上
益
雄
「
グ
ラ
ン

ト
…
ギ
ル
モ
ア
著
　
契
約
法
の
死
」
　
（
文
久
書
林
、
一
九
七
九
）
が
あ
る
。
ま
た
、
同
書
の
紹
介
と
し
て
、
曽
野
和
明
…
ア
メ
リ
カ
法

［
一
九
七
八
］
一
九
九
頁
が
あ
る
。

（
3
2
）
　
P
．
き
だ
山
．
、
ヨ
E
巴
S
閃
b
2
D
票
F
L
O
F
F
匹
H
E
D
O
M
O
F
C
O
N
↓
声
と
H
H
つ
（
－
宅
学
同
書
の
要
約
と
し
て
、
矢
崎
光
周
監
修
…
法
文

化
研
究
会
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
史
の
一
潮
流
－
ア
テ
ィ
ア
の
近
著
に
依
拠
し
て
－
（
こ
　
～
（
四
）
」
阪
大
法
学
一
二
五
号
一
六
三
頁
、

一
二
六
号
一
八
七
頁
、
一
二
七
号
二
〇
七
頁
（
一
九
八
二
）
、
一
二
八
号
（
一
九
八
三
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に

ょ
る
同
書
の
分
析
と
し
て
、
矢
崎
光
閻
「
イ
ギ
リ
ス
法
近
代
化
・
現
代
化
過
程
に
お
け
る
パ
タ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
由
人
－
イ
ギ
リ
ス
契
約
法

史
の
一
潮
流
（
五
1
）
」
阪
大
法
学
一
三
〇
号
一
頁
（
一
九
八
四
）
、
松
浦
好
治
「
法
解
釈
学
者
と
法
の
歴
史
－
ア
テ
ィ
ア
「
契
約
自
由
の

盛
衰
し
の
め
ざ
す
も
の
ー
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
史
の
一
潮
流
（
五
2
）
」
阪
大
法
学
一
三
〇
号
三
九
頁
（
一
九
八
四
）
、
佐
藤
雅
美
「
イ
ギ
リ
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ス
契
約
法
史
の
一
潮
流
　
（
六
）
　
（
Ⅲ
）
　
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
刑
事
司
法
史
へ
の
一
視
角
」
阪
大
法
学
一
三
一
号
一
八
九
頁
、
床
谷
文
雄

「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
史
の
一
潮
流
（
七
）
　
（
I
）
　
ア
テ
ィ
ア
の
利
得
責
任
論
」
阪
大
法
学
一
三
二
号
一
九
一
頁
（
一
九
八
四
）
、
下
村
正
明

「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
史
の
一
潮
流
（
七
）
　
（
Ⅱ
）
契
約
法
に
お
け
る
意
思
と
信
頼
」
阪
大
法
学
二
二
二
号
二
〇
五
頁
二
九
八
四
）
が
あ
る
。

（
3
3
）
　
ア
テ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
契
約
責
任
の
根
拠
に
は
、
「
約
束
を
基
礎
と
す
る
責
任
」
、
「
信
頼
を
基
礎
と
す
る
責
任
」
お
よ
び
「
利
得
を
基

礎
と
す
る
責
任
」
　
の
三
つ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
責
任
の
基
礎
と
し
て
の
「
約
束
」
は
、
他
の
二
つ
よ
り
責
任
を
問
う
根
拠
と
し
て
弱
い
。

な
ぜ
な
ら
、
た
ん
な
る
期
待
は
保
護
す
る
に
催
せ
ず
、
期
待
だ
け
に
基
づ
く
約
束
は
通
常
短
命
で
、
利
得
や
信
頼
を
基
礎
と
す
る
約
束
に

変
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
ア
テ
ィ
ア
は
、
一
つ
の
契
約
が
状
況
に
応
じ
て
性
質
を
変
え
、
そ
の
結
果
、
責
任
の
基
礎
も
変
化
す
る
と
考
え

る
　
（
H
d
．
a
こ
・
亡
。

（
3
4
）
－
d
．
a
t
↓
ぶ
・
↓
p

（
3
5
）
　
C
．
F
己
E
D
I
C
O
N
T
監
r
q
r
A
S
P
R
O
M
I
S
E
（
－
宗
－
）
．

（
3
6
）
　
同
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
木
下
毅
『
英
米
契
約
法
の
理
論
〔
第
二
版
〕
』
　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）
一
六
九
頁
、
木
下
毅
・
ア

メ
リ
カ
法
二
九
八
三
］
　
二
六
四
頁
、
内
田
・
前
掲
注
　
（
3
0
）
一
〇
七
頁
が
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
と
ア
テ
ィ
ア
は
、
お
互
い
の
著
作
へ
の
書

評
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
契
約
法
理
論
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
行
っ
て
い
る
。
F
計
d
．
…
爵
き
き
告
首
謀
言
夢
こ
ぎ

393837

聖
邑
旬
監
ご
早
さ
莞
昏
蓋
ふ
さ
ど
足
首
息
㍉
浩
H
…
L
…
芦
品
拡
（
－
麗
○
）
こ
E
y
a
h
－
葛
e
ぎ
ニ
ミ
ざ
§
二
g
各
室
こ
と
ぎ
垂
ぎ
ー
拐
H
…
L
．
R
．
∽
O
の

（
－
麗
－
）
．
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
下
村
…
前
掲
注
（
3
2
）
二
〇
七
頁
。
ま
た
、
両
者
の
契
約
理
論
を
比
較
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

久
須
本
か
お
り
「
契
約
法
理
論
の
再
構
成
を
目
指
し
て
（
一
）
～
（
四
…
完
）
－
約
束
理
論
お
よ
び
信
頼
理
論
に
対
す
る
考
察
を
中
心
に

－
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
六
九
号
、
一
七
〇
号
、
一
七
二
号
（
一
九
九
七
）
、
一
七
二
号
二
九
九
八
）
。

下
村
・
前
掲
注
（
3
2
）
二
二
〇
頁
。

l
d
．
a
t
N
N
U
．

S
e
a
く
e
y
－
謬
詳
芸
ぶ
冨
こ
ぎ
旨
罫
苧
善
導
許
；
こ
善
等
P
邑
註
．
詮
〓
＞
如
く
．
L
．
呂
く
．
宰
雲
－
拐
－
）
…
不
法
行
為
説
を
採
る
初
期
の

学
説
と
し
て
、
他
に
、
s
n
y
d
e
r
も
⊇
云
宗
次

．
S
料
長
音
罫
岩
音
壷
三
⊇
A
L
．
郷
関
く
…
N
票
屋
台
が
あ
る
。

喜
多
了
裕
「
外
観
優
越
の
法
理
』
（
千
倉
書
房
、
一
九
七
六
）
四
七
三
頁
。

S
e
a
く
e
y
I
S
u
p
r
a
n
O
t
e
声
a
t
浩
の
．
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（
川
竪
　
F
監
m
a
n
．
ざ
選
5
．
も
日
日
足
首
畏
試
C
巨
芦
と
）
S
Z
B
＞
知
力
E
く
．
N
声
N
笥
（
－
拐
乎
喜
多
…
前
掲
注
（
4
0
）
四
七
三
－
七
四
頁
に
よ
れ

ば
、
フ
リ
ッ
ド
マ
ン
は
、
「
禁
反
言
法
理
は
が
ん
ら
い
衡
平
法
上
の
原
則
で
あ
り
、
初
期
に
お
い
て
は
一
般
契
約
法
（
t
h
e
g
e
n
e
r
a
〓
a
w

O
f
c
O
n
冨
c
t
）
よ
り
も
物
的
財
産
法
（
t
h
e
－
a
w
O
f
r
e
a
－
p
r
O
p
e
尋
）
　
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
密
接
で
あ
っ
た
の
で
、
現
存
の
事
実
に
関
す

る
事
実
の
み
を
問
題
と
し
た
け
れ
ど
も
、
近
代
化
に
つ
れ
て
次
第
に
将
来
の
行
為
に
関
す
る
表
示
を
も
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
契
約

法
と
密
接
に
関
係
す
る
に
い
た
っ
た
と
説
く
。
」
（
：
d
…
a
t
N
芦
）
。
そ
し
て
、
フ
リ
ッ
ド
マ
ン
の
立
場
か
ら
は
、
「
約
束
的
禁
反
言
が
契
約

に
近
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
衡
平
法
的
救
済
と
し
て
の
本
来
的
意
義
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
信
頼
行
為
の
不
利
益

が
取
引
的
な
対
価
相
当
物
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
い
う
（
四
七
四
頁
）
。
ス
ロ
ー
ソ
ン
も
ま
た
、
事
実
の
エ
ス
ト

ベ
ル
が
不
法
行
為
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
約
束
的
禁
反
言
も
不
法
行
為
に
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
く
・

約
束
的
禁
反
言
の
性
質
は
契
約
（
法
）
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
。
S
－
a
w
s
O
n
．
3
勾
和
註
亀
昏
詳
ミ
ニ
達
C
Q
ミ
言
へ
、
b
Q
翠
虐
虔
∴
完

C
O
邦
N
同
L
L
L
・
胃
く
…
N
声
N
O
票
－
謡
○
）
…
論
文
紹
介
と
し
て
、
大
村
敦
志
・
ア
メ
リ
カ
法
二
九
九
三
－
二
七
八
頁
。

（
4
3
）
　
本
稿
の
第
二
章
第
五
節
第
二
項
の
　
（
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
望
　
F
a
r
b
e
r
か
M
a
t
h
e
s
O
n
，
悪
習
き
ざ
鼓
哲
学
匿
喜
邑
占
邑
百
三
巨
岩
邑
蒙
こ
ぎ
邑
早
さ
監
豪
君
、
、
u
N
U
．
C
H
H
．
L
．
閣
閃
く
…
害
N
－

宏
文
－
宗
貿
Y
O
ユ
0
秒
↓
h
e
】
－
ヨ
ど
こ
ぜ
空
室
許
．
3
こ
訂
計
亀
診
良
計
壷
p
g
－
痘
F
E
L
．
1
L
u
（
－
審
－
）
．
ヒ
ル
マ
ン
・
笠
井
編
『
現
代
ア
メ
リ

カ
契
約
法
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）
七
六
頁
、
八
七
頁
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
と
部
分
訳
が
あ
る
〔
（
訳
者
）
滝
沢
昌
彦
〕
。
他
に
、

久
保
宏
之
・
産
大
法
学
二
六
巻
三
・
四
号
二
二
頁
（
一
九
九
三
）
。

（
竺
　
F
a
r
b
e
r
か
M
a
t
h
e
s
O
n
．
S
u
p
r
a
n
O
t
e
皐
a
t
巴
会
Y
O
計
か
↓
ぎ
e
r
S
u
p
r
a
n
O
t
e
睾
a
こ
芦

（
坐
　
H
i
】
【
m
a
n
－
9
5
註
鼓
尽
立
岩
ゴ
ぎ
こ
ぎ
莞
茨
翠
ご
季
守
等
計
…
S
料
長
音
こ
と
首
等
訂
訂
邑
挙
等
謎
註
旨
単
元
C
O
L
U
M
L
「

胃
く
・
ひ
筈
（
－
＄
学
ヒ
ル
マ
ン
…
笠
井
編
・
前
掲
注
（
望
一
〇
六
頁
に
紹
介
と
部
分
訳
が
あ
る
〔
（
訳
者
）
滝
沢
昌
彦
〕
。

（
4
7
）
　
本
稿
の
第
二
章
第
五
節
第
二
項
の
（
3
）
　
（
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
学
説
と
し
て
は
、
F
u
ロ
e
r
か
P
e
r
d
u
e
．
3
き
評
詳
莞
∑
ざ
宝
邑
訂

9
星
虔
こ
ぎ
莞
裏
芸
昔
こ
痺
学
食
芸
と
E
L
…
l
…
声
∽
声
萱
ニ
ー
雷
？
－
浩
3
i
C
O
罪
B
H
N
．
C
0
2
T
揮
p
O
d
豊
治
（
O
n
e
ざ
F
ヨ
e
e
d
．

－
害
N
）
の
ほ
か
に
、
G
a
r
d
n
e
r
一
ゝ
苧
訂
雀
宮
こ
告
：
蒙
こ
ゴ
ミ
昏
訂
ふ
ご
ざ
ト
曽
：
耳
〇
皇
道
旨
÷
㌫
コ
と
召
し
．
呂
く
．
－
．
N
N
・
N
∽
（
－
S
N
）
‥

S
h
a
t
t
u
c
k
－
9
壷
ざ
ぎ
S
L
ざ
蓋
を
㌫
！
ゝ
≧
㌻
こ
き
謎
，
試
M
I
C
H
．
L
…
R
E
く
．
岩
男
　
畠
γ
お
（
－
豊
3
…
B
O
y
e
r
－
守
茎
打
電
q
野
苺
－
邑
㌧

昏
蔓
ざ
室
温
ご
ざ
こ
軒
邑
註
宗
二
三
訂
b
邑
喜
ぶ
盟
U
…
P
A
…
L
，
怒
声
全
軍
全
軍
虫
（
－
謡
○
）
”
C
O
m
m
e
n
t
．
〇
ミ
⊇
C
冴
・
知
音
白
邑
乱
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契約の拘束力の基礎としての「意思」の歴史的解釈とその現代における再評価（4…完）

良
草
群
星
ぎ
こ
き
碧
玉
掛
買
受
知
音
等
已
訂
知
訂
罫
ぎ
宗
温
色
べ
官
吏
宗
打
診
象
ぎ
こ
う
⊥
ぜ
昏
昌
畠
芦
如
乱
○
邑
ム
ぎ
虔
こ
ぎ
ー
①
ひ
M
H
C
H
…
L
…

葬
円
く
…
∽
巴
一
∽
切
の
（
－
雲
台
が
あ
る
。

（
4
8
）
　
B
a
m
e
声
P
冬
邑
料
告
ぎ
善
言
邑
翠
芸
訂
悪
習
芸
豆
ピ
笥
＝
匡
眉
貰
忘
－
お
力
く
…
L
．
胃
く
…
－
N
N
∽
一
㍍
舎
（
－
宗
牟
バ
ー
ネ
ッ

ト
は
、
そ
の
後
も
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
。
B
a
m
e
声
ゝ
q
芸
§
乾
3
曽
さ
亀
d
旨
ぎ
邑
．
霊
C
O
r
C
M

L
．
匹
H
く
．
N
＄
（
－
宗
受
B
a
m
e
洋
か
B
e
c
k
e
r
．
馳
竜
旨
札
き
、
訂
ミ
q
L
ざ
塵
許
…
3
轟
音
督
ご
ざ
螢
邑
さ
さ
邑
謀
雲
三
；
ぎ
卓
選
邑
貧
富

－
u
H
O
ヨ
p
L
…
闊
閃
く
．
会
い
（
－
霊
可
Y

（
竺
　
W
a
n
g
e
ユ
n
－
旨
善
導
星
亨
寿
ぎ
芸
道
3
伝
受
品
貫
首
玉
亀
と
華
〇
品
昏
き
専
≡
喜
岩
蜃
三
屋
首
里
竺
　
H
○
星
A
L
．
刃
E
く
．
扇

島
（
－
麗
3
．

（
5
0
）
　
わ
が
国
で
も
、
か
つ
て
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
　
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
同
様
の
議
論
が
活
発
に
交
わ
さ
れ
た
が
、
現
在
で

は
、
こ
の
種
の
議
論
は
ほ
ぼ
収
束
し
て
お
り
、
む
し
ろ
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
が
問
題
と
な
り
得
る
個
別
具
体
の
諸
事
例
ご
と
に
、

適
用
す
べ
き
責
任
規
範
を
模
索
し
て
い
く
の
が
、
学
説
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
円
谷
峻
『
契
約
の
成
立
と
責
任

（
第
二
版
）
』
　
（
一
粒
社
、
一
九
九
一
）
　
三
三
頁
以
下
、
同
『
新
・
契
約
の
成
立
と
責
任
』
　
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
一
〇
六
、
二
〇
頁
以

下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
1
）
　
久
保
宏
之
「
契
約
締
結
交
渉
破
棄
責
任
と
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
1
H
O
鞠
ヨ
P
ロ
く
．
カ
e
d
O
w
－
S
t
O
r
e
S
一
I
n
c
の
再
検
討
－
」
産
大
法
学
三

〇
巻
三
＝
四
号
三
〇
四
頁
　
（
一
九
九
七
）
。

（
5
2
）
　
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質
を
「
契
約
」
と
み
る
学
説
は
、
期
待
利
益
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
①
ウ
ィ
リ
ス
ト
ン
は
、
第
一

次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
第
九
〇
条
の
下
で
強
制
さ
れ
る
約
束
の
違
反
に
対
し
て
は
契
約
責
任
が
課
せ
ら
れ
、
期

待
利
益
の
賠
償
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
（
－
A
．
L
．
－
．
P
R
O
C
E
E
D
H
N
G
S
笥
・
－
○
①
S
p
p
e
n
d
i
H
－
霞
翌
。
②
約
束
的
禁
反
言
の

基
礎
が
「
信
頼
」
で
は
な
く
「
約
束
」
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
前
提
に
期
待
利
益
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
学
説
と
し
て
、

F
a
r
b
e
r
か
M
a
t
h
e
s
O
n
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
睾
a
t
澄
∬
Y
O
a
O
か
⊥
ヨ
e
】
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
畢
a
ニ
ー
ー
が
あ
る
。

約
束
的
禁
反
言
を
誠
実
交
渉
義
務
と
同
一
視
す
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
期
待
利
益
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
F
e
i
n
ヨ
a
n
－

き
冨
許
3
品
ぎ
竜
き
き
き
ざ
賢
巨
竜
註
象
－
笥
－
－
旨
く
．
L
．
葬
閃
く
．
笥
伊
＄
－
（
－
宗
蔓
F
e
i
n
ヨ
a
n
一
当
馬
訂
邑
勺
首
鼠
紆
ぶ
こ
ぎ
暴
言

ゝ
注
ぐ
訂
．
巴
F
O
闊
ロ
ー
ー
＞
M
L
…
罪
閃
く
…
∽
8
㍍
－
父
－
墨
N
）
．

（131）40巻2号（2006．1）



論　　説

他
に
、
約
束
的
禁
反
言
の
性
質
決
定
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
そ
の
効
果
が
一
律
に
期
待
利
益
の
賠
償
に
拠
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、

C
O
m
m
e
n
t
－
3
q
達
家
芸
這
G
昌
盛
年
曾
料
盃
忌
亀
9
2
等
邑
云
選
定
ぶ
こ
巨
富
訂
迦
謎
至
で
㌫
雲
　
E
L
．
1
．
－
0
U
の
（
－
ゆ
∽
学

N
O
t
e
－
害
毒
を
薫
三
好
鼻
音
「
≧
計
三
馬
亀
p
ヨ
貞
男
－
∽
く
p
Z
D
．
L
．
邦
閃
く
…
3
∽
（
－
宗
○
）
な
ど
。
C
O
m
m
e
n
t
一
9
…
こ
き
焉
ふ
蔓
こ
訂

昏
表
象
こ
ざ
云
紛
．
S
料
屋
誉
訂
温
さ
已
罫
鳶
〓
ぎ
屋
き
ざ
渡
ぎ
衰
U
．
C
H
H
．
L
…
閣
閃
く
．
∽
軍
憲
ニ
ー
3
0
）
に
よ
れ
ば
、
約
束
的
禁

反
言
が
商
取
引
の
場
面
で
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
「
信
頼
利
益
」
で
は
な
く
「
期
待
利
益
」
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
B
e
c
k
e
r
－

昏
茎
卦
薫
こ
ぎ
畳
邑
日
昌
屋
扇
－
の
H
O
F
∽
r
刃
A
L
…
胃
く
．
－
巴
（
－
麗
S
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
商
取
引
だ
け
で
な
く
、
寄
付
約
束
の

場
合
に
お
い
て
も
、
約
束
的
禁
反
言
の
効
果
と
し
て
、
期
待
利
益
に
基
づ
く
賠
償
を
「
一
貫
し
て
継
続
的
に
」
算
定
し
て
き
た
と
い
う
。

ま
た
、
S
－
a
w
s
O
n
，
S
u
p
r
a
n
O
t
e
串
a
ニ
笥
で
は
、
契
約
の
拘
束
力
と
損
害
賠
償
の
範
囲
と
を
連
結
さ
せ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
、

拘
束
力
の
根
拠
が
「
約
因
」
で
あ
る
か
「
約
束
的
禁
反
言
」
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
損
害
賠
償
の
範
囲
は
一
律
に
期
待
基
準
に
よ
っ
て
画

さ
れ
る
（
も
っ
と
も
期
待
利
益
の
賠
償
は
「
予
見
可
能
性
」
の
要
件
の
下
で
制
限
さ
れ
る
）
、
と
い
う
。

（
空
　
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質
を
「
不
法
行
為
」
と
み
る
学
説
は
、
信
頼
利
益
の
賠
償
の
み
が
認
容
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
例
え

ば
、
s
n
y
d
e
r
．
s
u
p
r
a
n
O
t
e
撼
a
t
芦
S
e
a
く
e
y
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
声
a
t
胃
の
な
ど
。

（
H
空
　
約
束
的
禁
反
言
の
法
的
性
質
を
「
信
頼
責
任
」
と
み
る
学
説
の
中
で
、
信
頼
利
益
の
賠
償
の
み
が
認
容
さ
れ
る
と
主
張
す
る
も
の
と
し

て
、
G
a
r
d
n
e
r
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
男
a
t
N
N
・
N
U
”
S
h
a
芦
c
k
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
童
a
t
思
N
・
お
品
O
y
e
r
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
睾
a
t
お
？
芦
C
O
m
m
e
n
t
ふ
u
p
r
a

n
O
t
e
竜
一
a
t
u
宗
な
ど
。

（
竺
　
F
u
】
－
e
r
か
P
e
r
d
u
e
－
S
u
p
r
a
n
O
t
e
声
a
t
命
T
P
フ
ラ
ー
は
「
第
九
〇
条
の
枠
内
に
入
る
約
束
の
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
、
常
に
信

頼
を
補
償
さ
せ
る
こ
と
に
当
然
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
…
…
立
場
に
賛
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。
H
d
．

a
t
－
○
∽
n
．
－
①
p

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ー
の
い
う
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
彼
は
、
信
頬
利
益
の
賠
償
の
中
に
、
現

実
の
出
指
だ
け
で
は
な
く
、
失
わ
れ
た
機
会
も
含
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
信
頼
は
、
通
常
、
肯
定
的
な
性
質
の
『
損
失
』
と
い
う
結

果
に
な
る
が
（
労
務
や
金
銭
の
支
出
）
、
利
得
に
対
す
る
機
会
が
、
約
束
を
信
頼
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
。

従
っ
て
、
信
頼
利
益
は
、
少
な
く
と
も
、
潜
在
的
に
は
、
『
被
っ
た
損
失
』
と
同
様
に
『
妨
げ
ら
れ
た
利
得
』
を
包
含
さ
せ
る
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
主
張
す
る
（
H
d
．
a
t
試
）
。
そ
し
て
、
「
失
わ
れ
た
機
会
」
が
信
頼
利
益
の
賠
償
と
し
て
算
定
さ
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れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
頼
利
益
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
賠
償
額
と
、
期
待
利
益
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
賠
償
額
は
近
接
す
る
と
い
う
（
I
d
．

a
t
↓
亡
。
し
か
し
、
彼
は
、
様
々
な
種
類
の
信
頼
が
有
す
る
特
定
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
後
の
見
当
に
委
ね
て
お
り
（
l
d
…
a
t
盟
r
）
、

ま
た
、
期
待
利
益
の
賠
償
が
不
可
能
と
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
「
失
わ
れ
た
機
会
」
が
補
償
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
き
、
立
場
を
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
　
（
l
d
．
a
t
舎
ツ
ー
空
。

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
四
四
条
〔
救
済
方
法
の
日
的
〕
は
、
こ
の
フ
ラ
ー
論
文
の
影
響
を
受
け
て
新
た
に
起
草
さ
れ

た
も
の
だ
が
、
同
条
は
、
信
頼
利
益
を
「
被
約
束
者
が
、
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
人
が
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
同
等
の
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
契
約
を
信
頼
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
を
填
補
さ
れ
る
こ
と
の
利
益
」
と
定
義

す
る
が
、
「
失
わ
れ
た
機
会
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
三
四
九
条
〔
信
頼
利
益
に
基
づ
く
賠
償
〕
は
、
「
被
害
を
受
け

た
当
事
者
は
、
履
行
の
た
め
の
準
備
ま
た
は
履
行
そ
の
も
の
に
お
い
て
な
さ
れ
た
出
費
を
含
む
信
頼
利
益
を
基
礎
と
し
た
損
害
賠
償
を
請

求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
信
頼
利
益
と
し
て
「
費
用
」
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
般
に
、
信
頼
利
益
の
賠
償
に
「
失
わ
れ
た
機
会
」
が
含
ま
れ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

「
期
待
利
益
…
信
頼
利
益
」
と
い
う
損
害
概
念
は
、
失
わ
れ
た
利
益
の
認
否
や
、
具
体
的
な
損
害
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な

い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
）
　
二
九
－
三
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
6
）
　
こ
の
立
場
に
立
つ
そ
の
他
の
学
説
と
し
て
、
c
O
罪
ロ
H
N
．
s
u
p
r
a
n
O
t
e
茜
℃
○
∽
a
t
N
命
K
e
s
s
】
e
r
紆
コ
n
e
．
p
昏
こ
空
P
蔓
監
会
計

由
屋
号
各
年
芋
幹
邑
き
宣
言
邑
云
蛮
賢
≡
き
ざ
賢
罠
ム
D
j
首
鼠
計
り
息
ミ
ヨ
己
ら
し
．
知
E
く
．
命
－
－
ぉ
ニ
ー
宗
要
C
と
♭
己
か
知
－

鈴
P
E
E
L
L
〇
．
T
H
E
H
♭
W
O
F
C
O
N
↓
5
N
巴
Q
r
d
e
d
…
－
塞
S
な
ど
。

（
5
7
）
　
G
I
L
M
O
胃
．
s
u
p
r
a
n
O
t
e
∽
－
．

（
駕
）
　
内
田
・
前
掲
注
（
3
0
）
　
二
五
三
頁
。
内
田
教
授
は
、
別
稿
で
も
「
『
意
思
主
義
」
　
の
中
味
は
多
義
的
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に

た
つ
に
せ
よ
、
契
約
締
結
時
の
意
思
を
基
準
と
す
る
古
典
的
な
契
約
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
契
約
責
任
の
拡
大
現
象
を
説
明
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
内
田
貴
「
現
代
契
約
法
の
新
た
な
展
開
と
一
般
条
項
（
4
）
」
　
N
B
L
五
一
七
号
三
四
頁

二
九
九
三
）
。

（
5
9
）
　
内
田
説
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
一
章
第
〓
即
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
0
）
　
木
下
・
前
掲
注
　
（
3
6
）
　
四
三
七
頁
。
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論　　説

（
6
1
）
　
木
下
説
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
一
章
第
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
川
聖
　
曽
野
裕
夫
「
U
C
C
第
二
編
（
売
買
）
　
の
改
正
作
業
に
み
る
現
代
契
約
法
の
一
動
向
（
下
）
」
北
大
法
学
第
四
四
巻
第
五
号
一
二
九
三
、

一
三
二
四
頁
以
下
二
九
九
四
）
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
の
関
係
的
契
約
理
論
と
U
C
C
の
契
約
法
理
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ

て
い
る
。
曽
野
教
授
は
、
一
方
で
は
、
両
者
の
理
論
に
は
整
合
的
な
部
分
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、

「
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
契
約
行
動
は
『
関
係
的
契
約
（
…
）
』
で
あ
る
の
に
、
契
約
法
は
『
個
別
的
契

約
㌻
・
）
」
を
前
提
と
し
て
い
て
、
契
約
行
動
と
契
約
法
に
釆
経
が
み
ら
れ
る
」
こ
と
を
問
題
視
す
る
〔
三
三
五
頁
〕
。
こ
こ
で
い
う

「
関
係
的
契
約
」
と
は
、
「
契
約
期
間
が
長
期
に
及
び
、
当
事
者
間
の
濃
厚
な
接
触
が
予
定
さ
れ
る
」
契
約
を
指
す
〔
一
三
二
六
頁
〕
。
そ

し
て
、
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
契
約
の
背
景
に
あ
る
社
会
関
係
（
…
）
と
の
調
和
的
配
慮
が
必
要
で
、
社
会
関
係
の
存
在
か
ら
導

か
れ
る
内
在
規
範
も
契
約
法
規
範
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
〔
三
三
八
頁
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
U
C
C
第
二
編
は
、

「
事
実
上
の
取
引
（
b
a
r
g
a
i
n
i
n
訂
5
t
）
、
取
引
の
過
程
（
c
O
u
r
S
e
O
鴫
（
e
a
－
i
n
g
）
、
誠
実
性
（
g
O
O
d
註
t
h
）
な
ど
の
概
念
を
媒
介
と
し
て
、

…
商
取
引
に
内
在
す
る
規
範
が
実
定
法
規
範
に
吸
い
上
げ
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
な
ど
、
マ
ク
ニ
ー
ル
理
論
の
主
張
が
す
で
に
U

C
C
第
二
編
に
反
映
さ
れ
て
い
る
部
分
も
み
ら
れ
る
〔
二
二
三
八
－
三
九
頁
〕
。

他
方
で
、
同
教
授
は
、
U
C
C
第
二
編
を
関
係
的
契
約
法
と
し
て
性
格
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。
す
な

わ
ち
、
「
U
C
C
第
二
編
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
理
論
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
…
）
と
と
も
に
、
『
新
古
典
的
契
約

法
（
…
）
』
を
体
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
　
（
…
）
。
新
古
典
的
契
約
法
は
、
古
典
的
契
約
法
（
個
別
的
契
約
法
）
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
に

関
係
的
考
慮
を
加
え
た
も
の
と
さ
れ
る
が
　
（
…
）
、
マ
ク
ニ
ー
ル
理
論
の
め
ざ
す
関
係
的
契
約
法
と
の
決
定
的
な
差
異
は
、
そ
れ
が
『
約

束
』
（
意
思
）
　
に
も
定
礎
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
関
係
』
（
非
約
束
）
に
よ
る
一
元
的
基
礎
づ
け
を
す
る
も
の
で
は
な
い
」
〔
一
三
二
七
－
二

八
頁
〕
。
ま
た
、
U
C
C
第
二
編
の
適
用
対
象
は
「
物
品
売
買
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
マ
ク
ニ
ー
ル
理
論
が
関
係
的
契
約
行
動
の
典
型
と

し
て
挙
げ
る
、
労
働
契
約
、
家
族
関
係
、
企
業
組
織
と
は
、
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
契
約
行
動
と
い
え
る
。
」
〔
一
三
三
八
頁
〕
。

な
お
、
内
田
教
授
の
提
唱
す
る
「
関
係
的
契
約
」
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
の
「
関
係
的
契
約
理
論
」
か
ら
示
唆
を
得
て
、
日

本
法
の
解
釈
の
た
め
に
独
自
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
田
貴
「
現
代
契
約
法
の
新
た
な
展
開
と
契
約
法
学
」
法
時
六
六
巻
八
号
二

八
、
二
九
－
三
〇
頁
（
一
九
九
四
）
。

（
竺
　
大
村
敦
志
「
合
意
の
構
造
化
に
向
け
て
」
『
生
活
民
法
研
究
I
　
契
約
法
か
ら
消
費
者
法
へ
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）
九
二
、
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一
二
五
頁
。

（
朗
）
　
現
代
の
英
米
法
に
お
け
る
様
々
な
契
約
法
理
論
を
分
析
、
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
R
．
P
H
I
L
L
己
忘
之
．
T
H
E
巴
C
H
N
E
S
S

O
F
C
O
N
↓
刃
A
〔
↓
－
♭
W
こ
ぢ
こ
ぢ
S
当
玩
－
S
＞
Z
D
C
巴
↓
I
Q
U
E
O
F
C
O
N
↓
E
M
P
O
買
、
↓
H
E
O
巴
E
S
O
F
C
O
N
↓
声
P
n
↓
H
♭
W

（
這
う
（
論
文
紹
介
と
し
て
、
樋
口
範
雄
・
ア
メ
リ
カ
法
二
九
九
九
］
八
八
頁
）
、
F
．
B
E
＞
T
S
O
N
（
e
d
．
）
ら
H
E
T
H
E
O
R
Y
O
F

C
O
N
T
兄
A
S
．
r
P
考
‥
N
E
W
E
把
巴
r
拐
（
N
0
0
－
）
（
論
文
紹
介
と
し
て
、
会
沢
恒
・
ア
メ
リ
カ
法
［
二
〇
〇
二
］
三
三
七
頁
）
な
ど
。

（
6
5
）
　
円
谷
峻
『
現
代
契
約
法
の
課
題
－
国
際
取
引
と
民
法
理
論
』
（
一
粒
社
、
一
九
九
七
）
三
頁
。

（
6
6
）
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
C
I
S
G
を
批
准
し
た
こ
と
に
よ
り
、
詐
欺
防
止
法
の
ル
ー
ル
、
契
約
の
書
面
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
ど
う
捉
え
る

か
が
一
つ
の
大
き
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
造
田
信
一
郎
『
契
約
社
会
　
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
違
い
を
見
る
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八

七
）
　
二
三
頁
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
①
国
内
の
物
品
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
U
C
C
第
二
－
二
〇
一
条
の
書
面
契
約
制
を

適
用
し
、
②
国
際
的
な
動
産
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
C
I
S
G
第
二
条
の
方
式
自
由
制
を
適
用
し
、
内
と
外
と
で
要
件
を
異
に
す
る
ダ

ブ
ル
…
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

〔
追
記
〕

＊
第
四
〇
巻
第
一
号
の
本
稿
を
以
下
の
よ
う
に
訂
正
し
ま
す
。

一
八
八
頁
二
行
目
「
挙
げ
て
い
る
、
」
Ⅱ
「
挙
げ
て
い
る
。
」

二
二
〇
頁
（
注
1
2
7
）
「
『
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』
」
Ⅱ
「
「
現
代
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』
」
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